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大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
制
定
の
「
看
護
婦
規
則
」
の
制
定
過
程
と

意
義
に
関
す
る
研
究

〔
要
旨
〕
現
行
の
看
護
婦
養
成
コ
ー
ス
を
複
雑
に
し
た
原
点
は
大
正
四
年
制
定
の
内
務
省
令
「
看
護
婦
規
則
」
に
至
る
事

情
に
あ
る
と
考
え
そ
れ
以
前
に
公
布
さ
れ
た
各
府
県
の
看
護
婦
規
則
に
つ
い
て
調
査
、
分
析
し
て
、
内
務
省
令
の
看
護

婦
規
則
制
定
の
背
景
を
解
明
し
て
、
規
則
制
定
の
意
義
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
内
務
省
令
看
護
婦
規
則
の
内
容
は
先

行
し
た
地
方
に
よ
る
看
護
婦
規
則
を
集
約
し
た
形
で
発
令
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
看
護
婦
規
則
に
制
度
化
さ
れ
た
看

護
婦
資
格
は
医
療
関
係
者
の
医
師
な
ど
の
資
格
要
件
の
設
定
と
同
じ
構
造
で
あ
る
こ
と
、
看
護
婦
規
則
に
よ
る
資
格
取

得
の
試
験
と
養
成
所
卒
業
の
二
つ
の
方
法
と
看
護
婦
、
准
看
護
婦
と
い
う
二
つ
の
免
状
の
制
度
化
は
、
戦
後
に
制
定
さ

れ
現
在
に
至
る
保
健
助
産
婦
看
護
婦
法
に
も
影
響
を
与
え
、
現
在
の
複
雑
で
多
様
な
看
護
婦
養
成
制
度
の
起
点
と
も
い

え
る
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
ー
看
護
婦
規
則
、
看
護
婦
制
度
史
、
看
護
史 日
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｜
、
研
究
の
意
義
と
目
的

現
行
の
看
護
婦
制
度
を
巡
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
生
起
し
て
い
る
。
な
か
で
も
准
看
護
婦
制
度
は
最
大
の
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
わ
が

国
に
は
十
五
通
り
の
看
護
婦
養
成
コ
ー
ス
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
も
世
界
に
例
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
複
雑
な
養
成
コ
ー
ス
が
存
在

す
る
に
至
っ
た
直
接
の
原
因
は
、
戦
後
、
占
領
軍
連
合
司
令
部
公
衆
衛
生
福
祉
局
の
要
請
で
看
護
婦
規
則
が
法
改
正
さ
れ
、
生
ま
れ
た
保
健

婦
助
産
婦
看
護
婦
法
に
甲
乙
の
二
種
類
の
看
護
婦
を
認
め
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
た
く
さ
ん
の
先
行
研
究
が
あ

と
こ
ろ
で
わ
が
国
に
看
護
婦
が
誕
生
し
て
か
ら
す
で
に
二
五
年
余
の
歴
史
が
あ
る
。
現
行
の
看
護
婦
制
度
の
諸
問
題
を
語
る
と
き
に
、

前
半
の
歴
史
を
無
視
で
き
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
大
正
四
年
に
制
定
さ
れ
た
看
護
婦
規
則
に
つ
い
て
は
総
論
的
な
記
述
に
と
ど
ま
り
、
詳

（
１
）

細
な
研
究
は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
著
者
は
、
現
行
の
看
護
婦
養
成
コ
ー
ス
を
複
雑
に
し
た
原
点
は
大
正
四
年
制
定
の
内
務
省
令
「
看
護
婦

規
則
」
に
至
る
事
情
に
あ
る
と
考
え
て
、
本
研
究
で
は
、
大
正
四
年
以
前
の
看
護
婦
の
身
分
に
関
わ
る
史
実
を
追
求
し
て
、
大
正
四
年
以
前

に
公
布
さ
れ
た
各
府
県
の
看
護
婦
規
則
に
つ
い
て
調
査
、
分
析
し
て
、
内
務
省
令
の
看
護
婦
規
則
制
定
の
背
景
を
解
明
し
、
規
則
制
定
の
意

義
、
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
に
内
務
省
令
と
し
て
看
護
婦
規
則
を
公
布
し
た
意
義
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

ブ
つ
○

二
、
研
究
方
法

大
正
四
年
以
前
に
発
令
さ
れ
た
二
九
の
府
県
（
表
一
）
の
看
護
婦
規
則
を
収
集
し
て
、
比
較
検
討
し
て
相
互
の
影
響
に
つ
い
て
検
討
し
、
当

時
の
医
療
関
係
法
、
衛
生
局
年
報
に
の
る
看
護
婦
関
係
統
計
資
料
（
明
治
四
三
年
以
降
）
か
ら
看
護
婦
の
動
向
を
調
べ
、
同
じ
時
期
の
新
聞
．

雑
誌
資
料
、
看
護
関
係
の
成
害
か
ら
看
護
婦
制
度
制
定
に
関
わ
る
記
事
を
集
め
、
そ
の
動
向
を
分
析
し
た
。

序

奉
祁
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表l制定年別看護婦規則平成10年1月現在
規則名公布年月日

看護婦規則明治33年7 月 1 日 府 令 第 7 1 号

看護人取締規則明治35年3月14日県令第14号

看護婦規則明治35年3月26日鳥取県令第18号

看護婦規則｜明治35年3月27日大阪府令第32号

'玉
l

n

－全
q
J

4

府県名

東京府

静岡県

鳥取県

大阪府

兵庫県5 看護婦取締規則

看護婦受験心得

明治35年5月20日

明治35年6月5日

明治35年7月4日

明治35年7月4日

兵庫県令第39号

兵庫県告示第168号

県令第49号

県令第50号

新潟県6 看護婦取締規則

看護婦試験規則

山梨県｜看護婦取締規則７ 明治36年5月13日 県令第23号

京都府8 看護婦取締規則

看護婦試験規則

明治36年12月8日

明治36年12月8日

京都府令第15号

京都府告示第548号

神奈川県

宮城県

看護婦取締規則

看護婦取締規則

９
０１

明治37年3月22日

明治39年5月16日

神奈川県令第23号

県令第11号
｜
Ⅱ 岩手県 看護婦取締規則

看護婦試験規則

明治39年2月6日

明治39年2月6日

口
石
口
弓

７
８

第
第

〈
祠
へ
祠

県
県

121秋田県｜看護婦規則 明治39年3月30日秋田県令第18号
13 群馬県 看護婦取締規則

看護婦試験規則

看護婦試験委員設置規程

明治4()年2月5日

明治4()年2月5日

明治40年4月

群馬県令第6号

群馬県令第5号

庁訓甲第12号

'41愛媛県｜看護婦取締規則 明治41年7月17日愛媛県令第58号
千葉県15 看護婦規則

看護婦試験規則
明治42年9月24日

明治43年7月24日

千葉県令第62号

161青森県｜看護婦取締規則 明治43年9月3()日 県令第58号

和歌山県
T弓

上イ 看護婦規則

看護婦試験規則

看護婦規則並看護婦試験
規則取締手続

看護婦試験受験人心得

明治43年11月6日

明治43年11月6日

明治43年11月6日

和歌山県令第46号

和歌山県令第47号

和歌山県訓令第48号

和歌山県告示第410号明治43年11月6［I
｜
略
一
四
一
別

岡山県

石川県

福島県

看護婦取締規則

看護婦取締規則

看護婦規則

日
日
日

２
７
６

１
１
１

月
月
月

ｎ
Ｊ
ｑ
Ｊ
５

年
年
年

４
４
４

４
４
４

治
治
治

明
明
明

岡山県令第21号

石川県令第22号

福島県令第29号

栃木県21 看護婦規則

看護婦試験規程
日
日

２
２

１
１

月
月

５
５

年
年

４
４

４
４

治
治

明
明

栃木県令第28号

栃木県令第29号

埼玉県

島根県

佐賀県

香川県

躯
一
認
一
別
一
妬

看護人取締規則

看護婦規則

看護婦取締規則

看護婦取締規則

明治44年9月22日

明治44年12月23日

大正元年8月17日

大正2年2月22日

埼玉県令第57号

島根県令第50号

佐賀県令第3号

香川県令第13号

大分県
の ハ

ム0 看護婦規則

看護婦規則施行細則

看護婦試験規則

大正3年2月2()日

大正3年2月2()日

大正3年2月20日

ロ
言
ロ
弓
ロ
弓

４
５
４

１
１
４

第
第
第

〈
洞
〈
洞
一
示

県
訓
告

分
県
県

大
分
分

大
大

”
｜
詔
一
鋤

熊本県｜看護婦規則

高知県｜看護婦取締規則
鹿児島県｜看護婦取締規則

大正3年4月17日

大正3年5月6日

大正3年9月23日

熊本県令第13号

高知県令第16号

鹿児島県令第42号
看護婦規則

私立看護婦学校看護婦講習所指定基準ノ件
大正4年6月30日

大正4年8月28日
内務省令第9号

内務省訓令第462号
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第
一
例
は
明
治
二
八
年
に
静
岡
県
で
は
看
護
人
免
許
が
存
在
し
た
事
を
示
す
例
で
あ
る
。
同
年
、
静
岡
県
の
警
察
署
長
か
ら
出
さ
れ
た
訓

令
「
看
護
人
免
許
ナ
キ
者
取
締
ノ
件
」
（
明
治
二
八
年
七
月
二
八
日
衛
第
五
七
七
二
号
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
本
年
ハ
伝
染
病
殊
二
赤
痢
ハ
各
地

一
一
蔓
延
流
行
シ
自
然
看
護
人
二
不
足
ヲ
告
ゲ
、
無
免
許
ノ
者
力
助
手
ノ
名
ヲ
籍
リ
又
ハ
全
ク
看
護
婦
卜
詐
称
シ
、
市
町
村
ノ
伝
染
病
院
又
ハ

隔
離
病
舎
二
事
実
看
護
人
ノ
業
務
ヲ
営
ミ
居
ル
者
往
々
有
之
哉
ノ
聞
ア
リ
如
ハ
不
都
合
ナ
ル
ニ
依
り
厳
重
二
規
則
ヲ
執
行
取
締
ル
ベ
シ
」
と
、

（
３
）

無
免
許
の
看
護
人
を
取
り
締
ま
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
伝
染
病
の
避
病
院
を
設
置
し
、
看
護
人
を
置
く
こ
と
は
、
明
治
一
○
年
の
コ
レ
ラ

流
行
の
と
き
に
布
告
し
た
「
避
病
院
設
置
規
則
」
に
定
め
て
い
る
が
、
こ
の
規
則
で
は
看
護
人
の
資
格
に
つ
い
て
何
ら
留
意
し
て
い
な
い
。

な
お
、
静
岡
県
看
護
人
取
締
規
則
が
布
告
さ
れ
た
の
は
明
治
三
五
年
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
上
記
の
訓
令
は
そ
れ
以
前
の
看
護
人
免
許
制
度

例
が
存
在
し
た
。

｜
、
看
護
婦
（
人
）
規
則
制
定
へ
の
先
駆
的
動
き

わ
が
国
の
近
代
看
護
婦
養
成
は
明
治
十
八
年
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
明
治
二
十
年
代
に
は
い
わ
ゆ
る
看
護
婦
養
成
所
と
い
わ
れ
る
も
の
が
す

（
２
）

で
に
六
十
カ
所
あ
っ
た
。
し
か
し
、
看
護
人
資
格
を
公
的
に
定
め
た
制
度
が
な
か
っ
た
た
め
、
個
々
の
養
成
所
で
養
成
期
間
を
終
了
す
る
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
が
任
意
に
看
護
人
と
し
て
認
定
し
て
い
た
。
ま
た
、
地
方
に
よ
っ
て
免
許
制
度
が
存
在
し
た
り
検
討
さ
れ
た
こ
と
を
示
す

第
二
例
は
京
都
府
に
お
い
て
同
二
八
年
一
二
月
開
催
の
京
都
医
会
臨
時
総
会
で
「
看
護
婦
二
関
ス
ル
調
査
案
及
ビ
ソ
ノ
筋
二
看
護
婦
取
締

（
４
）

規
則
発
布
ヲ
要
請
ス
ル
件
」
が
決
議
さ
れ
た
例
で
あ
る
。
こ
の
決
議
に
基
づ
い
て
調
査
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
派
出
看
護
婦
会
を
中
心
に
看

護
婦
の
実
態
調
査
が
行
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
結
果
は
、
看
護
婦
が
供
給
さ
れ
て
日
が
浅
い
た
め
に
調
査
に
供
す
る
材
料
が
乏
し
く
、
正
確
な

調
査
を
行
う
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
医
会
は
看
護
婦
に
関
す
る
次
の
六
ヵ
条
を
ま
と
め
た
。

な
お
、
静
局

が
あ
っ
た
｝

第
一
章
府
県
に
よ
る
看
護
婦
規
則
の
布
告

一
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
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一
、
医
師
ハ
懇
ロ
ー
看
護
婦
ヲ
尊
シ
必
要
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
患
家
ヲ
シ
テ
可
成
看
護
婦
ヲ
傭
入
ル
コ
ト
ヲ
勧
誘
ス
ベ
シ

ー
、
看
護
婦
ハ
温
和
恭
謙
ヲ
旨
ト
シ
厳
二
医
師
ノ
指
揮
ヲ
遵
守
ス
ベ
シ

ー
、
看
護
婦
ハ
現
今
漸
ク
世
間
ノ
信
用
ヲ
博
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
時
機
ナ
レ
バ
可
成
傭
料
ノ
高
価
二
過
ギ
ザ
ル
様
二
努
ム
ベ
シ

ー
、
医
師
ハ
看
護
婦
ノ
特
別
二
苦
労
セ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
特
一
一
相
当
ノ
報
酬
ヲ
与
フ
ル
事
ヲ
患
家
二
論
ス
ベ
シ
但
シ
貧
家
ハ
例
外
ナ
リ

ー
、
看
護
婦
事
務
所
ハ
未
ダ
習
熟
セ
ザ
ル
看
護
婦
ヲ
以
テ
患
家
ノ
需
二
応
ズ
ベ
カ
ラ
ズ
但
シ
別
二
事
由
ア
ル
場
合
二
於
テ
ハ
例
外
ナ
リ

ー
、
看
護
婦
ノ
患
家
二
於
テ
不
都
合
ナ
ル
処
置
ア
ル
ト
キ
ハ
医
師
ハ
ソ
／
事
務
所
二
通
知
シ
證
責
ヲ
求
ム
ベ
シ

こ
う
し
た
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
技
術
水
準
の
低
い
看
護
婦
が
続
出
し
た
。
そ
こ
で
、
二
年
後
の
明
治
三
○
年
三
月
、
京

都
医
会
で
は
再
び
看
護
婦
問
題
を
取
り
上
げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
世
人
ガ
完
全
ナ
ル
看
護
人
ヲ
求
メ
テ
病
者
ヲ
託
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
風
ハ
一
日
一
日
卜
増
進
シ
、
之
レ
ガ
供
給
者
ダ
ル
看
護
会
モ
亦
府

下
各
処
二
組
織
セ
ラ
ル
ル
ニ
至
し
り
、
如
此
趨
勢
ハ
世
人
ガ
幾
分
衛
生
思
想
ヲ
有
セ
ル
ノ
現
象
ト
シ
｜
プ
吾
人
済
生
ノ
業
二
従
フ
モ
ノ
ノ

大
二
喜
プ
ベ
キ
処
タ
リ
、
然
し
共
今
ノ
看
護
婦
ナ
ル
モ
ノ
果
シ
テ
能
ク
此
目
的
ニ
添
う
卜
云
フ
ベ
キ
乎
。
爾
来
需
要
ノ
盛
ナ
ル
ト
共
二

粗
製
濫
造
ノ
物
品
ガ
現
ル
ル
ト
一
般
看
護
婦
モ
亦
此
世
上
ノ
趨
勢
二
投
ジ
テ
、
時
一
一
或
ハ
所
謂
一
夜
漬
ナ
ル
モ
ノ
ノ
現
出
ス
ル
傾
向
ナ

シ
ト
セ
ズ
、
即
チ
身
ニ
ハ
白
色
ノ
衣
服
ヲ
纒
上
外
見
ハ
宛
然
仁
ア
リ
慈
ア
ル
一
個
ノ
好
看
護
婦
タ
リ
ト
錐
モ
、
而
モ
実
際
学
識
ナ
ク
経

験
ナ
ク
素
人
毫
モ
径
庭
ナ
キ
モ
ノ
亦
時
二
聞
知
セ
ザ
ル
ニ
非
ル
ナ
リ
（
略
）
」

看
護
婦
の
需
要
が
日
一
日
と
伸
び
た
た
め
に
、
一
夜
漬
け
の
看
護
婦
が
白
衣
を
着
て
現
れ
、
そ
れ
を
素
人
が
見
抜
け
ず
、
憂
慮
す
べ
き
実

状
が
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
以
下
の
「
看
護
営
業
者
取
締
規
則
要
領
」
を
作
成
し
て
京
都
府
知
事
に
建
議
し
た
。

「
看
護
営
業
者
取
締
規
則
要
領
」

一
、
此
規
則
一
一
於
テ
ハ
男
女
ヲ
論
ゼ
ズ
凡
テ
病
者
二
接
シ
テ
看
護
ス
ル
ヲ
営
業
ト
ス
ル
者
ヲ
取
締
ラ
レ
タ
キ
コ
ト

ー
、
凡
ソ
看
護
営
業
者
ハ
必
ズ
府
庁
ノ
免
許
鑑
札
ヲ
受
ク
ベ
キ
コ
ト
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一
、
看
護
営
業
者
タ
ラ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
年
齢
十
八
歳
以
上
ニ
シ
｜
プ
品
行
方
正
相
当
ノ
看
護
学
教
育
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
ニ
限
り
且
シ
出
願
ノ
節

ハ
医
師
ノ
証
印
ア
ル
履
歴
書
ヲ
差
出
ス
ベ
キ
コ
ト
但
シ
場
合
ニ
ョ
リ
実
地
試
験
ヲ
為
ス
コ
ト
ァ
ル
ベ
シ

一
、
看
護
者
ハ
必
ズ
治
療
医
ノ
指
揮
二
背
ク
ベ
ヵ
ラ
ズ

ー
、
前
項
二
関
シ
テ
違
背
ス
ル
モ
ノ
ハ
相
当
ノ
制
裁
ヲ
設
ケ
場
合
ニ
ョ
リ
禁
止
若
ク
ハ
停
止
ヲ
ナ
ス
ノ
箇
条
ヲ
加
フ
ル
コ
ト

こ
れ
は
医
師
の
側
か
ら
初
め
て
提
出
さ
れ
た
看
護
婦
営
業
者
の
取
り
締
ま
り
に
関
す
る
要
望
事
項
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
点
で
、
医
師
に
と
っ

て
看
護
婦
が
不
可
欠
な
存
在
と
し
て
認
識
す
る
と
共
に
、
年
齢
、
資
質
、
看
護
教
育
の
必
要
性
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る

看
護
婦
派
遣
業
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

第
三
の
例
は
東
京
府
で
あ
る
。
東
京
府
で
は
明
治
二
九
年
頃
か
ら
大
関
和
を
は
じ
め
と
す
る
当
時
の
看
護
婦
会
会
長
ら
が
、
看
護
婦
の
質

的
低
下
を
憂
盧
し
、
看
護
婦
規
則
制
定
に
向
け
て
運
動
を
起
こ
し
て
い
た
。
大
関
和
は
桜
井
女
学
校
看
護
婦
養
成
所
で
近
代
的
な
看
護
婦
訓

練
を
受
け
た
、
日
本
で
最
初
の
訓
練
さ
れ
た
看
護
婦
の
一
人
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
と
き
派
出
看
護
婦
会
の
重
鎮
と
し
て
、
「
看
病
婦
取
締
規
則

の
発
布
せ
ら
れ
ん
事
を
第
七
議
会
（
明
治
二
十
七
年
）
に
請
願
せ
ん
と
し
て
、
同
志
の
各
看
護
婦
会
頭
に
謀
り
、
奔
走
尽
力
い
た
し
ま
し
た

が
、
某
議
員
の
注
意
に
よ
り
時
の
衛
生
局
長
に
哀
願
す
る
事
に
い
た
し
ま
し
た
、
後
藤
（
新
平
）
衛
生
局
長
は
申
さ
れ
ま
し
た
、
看
病
婦
の
社

会
も
改
良
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
先
ず
医
界
よ
り
先
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
両
三
年
待
つ
べ
し
と
、
然
れ
ど
歳
月
を
空
し
く
経
過
せ
ん
事
の
心

な
ら
ず
一
方
に
は
講
習
生
を
養
ひ
、
一
方
に
は
同
志
の
会
頭
、
と
も
に
看
護
婦
矯
風
会
な
る
も
の
を
組
織
し
、
幾
分
な
り
と
も
斯
界
の
改
善

を
計
ら
ん
と
つ
と
め
ま
す
内
、
時
は
早
く
四
年
を
経
過
し
、
明
治
三
十
三
年
七
月
一
日
府
令
七
十
一
号
を
以
て
、
看
病
婦
取
締
規
則
は
発
布

（
５
）

さ
れ
、
無
免
状
の
者
は
斯
界
に
容
れ
ら
れ
ぬ
様
に
な
り
ま
し
た
」
と
東
京
府
の
看
護
婦
規
則
制
定
に
至
る
経
過
を
回
想
し
て
い
る
。

以
上
か
ら
、
明
治
二
十
年
代
に
入
る
と
、
看
病
人
（
看
護
婦
）
の
需
要
が
高
ま
り
、
一
部
の
県
で
は
看
病
人
に
対
し
て
免
許
制
を
採
用
し
て

い
た
が
、
行
政
、
医
師
、
訓
練
を
受
け
た
看
護
婦
の
間
に
素
人
が
看
護
婦
と
称
し
て
業
務
に
当
た
る
こ
と
に
対
し
て
危
機
感
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
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二
、
東
京
府
看
護
婦
規
則
の
発
令

明
治
三
○
年
代
に
な
る
と
、
東
京
で
は
派
出
看
護
婦
に
対
す
る
需
要
が
高
ま
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
短
期
養
成
し
た
名
ば
か
り
の
粗
悪
な

看
護
婦
を
派
遣
す
る
な
ど
営
利
本
位
の
看
護
婦
会
が
目
立
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
行
政
当
局
は
目
に
余
る
看
護
婦
会
の
取
締
り
に
乗
り
だ
し

て
、
明
治
三
二
年
に
「
看
護
営
業
者
取
締
規
則
要
領
」
の
草
案
が
で
き
た
。
そ
し
て
翌
三
三
年
に
東
京
府
看
護
婦
規
則
が
公
布
さ
れ
た
。

東
京
府
は
「
東
京
府
看
護
婦
規
則
」
（
明
治
三
三
年
七
月
一
日
府
令
第
七
一
号
）
を
布
告
す
る
に
先
立
ち
、
明
治
三
二
年
に
制
定
す
べ
き
看
護

（
６
）

婦
規
則
案
を
東
京
府
地
方
衛
生
会
に
あ
て
て
諮
問
す
る
際
に
次
の
よ
う
な
理
由
書
を
出
し
て
い
る
。

「
看
護
婦
ノ
業
務
二
就
テ
ハ
従
来
何
等
ノ
規
定
ヲ
存
セ
ズ
、
一
二
各
人
ノ
自
由
二
任
シ
来
し
り
。
然
ル
ー
近
年
、
都
鄙
ノ
別
ナ
ク
看
護
婦
ノ

需
用
ハ
大
二
其
度
ヲ
高
メ
、
随
テ
該
業
ヲ
営
ム
者
頗
ル
其
数
ヲ
増
加
シ
、
同
時
一
一
之
二
伴
う
各
種
ノ
弊
害
モ
亦
漸
ク
多
キ
ヲ
加
フ
ル
二
至
し

り
。
但
ダ
其
弊
害
ダ
ル
今
日
未
ダ
甚
シ
キ
ニ
至
ラ
ズ
ト
雛
モ
、
将
来
尚
ホ
此
侭
放
任
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
其
弊
害
ハ
遂
一
二
箇
ノ
宿
疾
ニ
陥
り
、

矯
正
上
頗
ル
困
難
ヲ
生
ジ
、
其
間
個
人
ノ
保
健
上
幾
多
ノ
障
害
ヲ
与
フ
ル
ハ
勿
論
、
公
共
衛
生
上
二
及
ボ
ス
ベ
キ
影
響
モ
蓋
シ
亦
勘
少
ナ
ラ

ザ
ル
ベ
シ
・
故
二
今
日
二
於
テ
一
定
ノ
取
締
方
法
ヲ
設
ケ
、
以
テ
弊
害
ノ
未
ダ
膏
胄
二
入
ラ
ザ
ル
ニ
先
チ
、
之
ガ
救
治
ノ
就
策
ヲ
立
ツ
ル
ハ
、

極
テ
肝
要
ノ
事
ナ
リ
ト
信
ズ
。
是
し
葱
二
看
護
婦
規
則
案
ヲ
草
シ
タ
ル
所
以
ナ
リ
・
」

ま
た
、
同
諮
問
で
は
、
宮
・
公
・
私
立
の
病
院
で
養
成
す
る
看
護
婦
は
質
的
に
高
い
が
、
看
護
婦
会
の
看
護
婦
の
質
が
劣
り
、
そ
の
弊
害

が
東
京
市
内
だ
け
で
な
く
、
近
隣
の
地
域
に
ま
で
及
ん
で
い
る
と
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
従
来
ノ
看
護
婦
中
、
官
立
及
ビ
公
私
立
ノ
病
院
二
於
テ
養
成
セ
ル
モ
ノ
ハ
比
較
的
相
応
ノ
修
業
ヲ
積
ミ
、
適
当
ノ
技
能
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ア

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ル
モ
、
各
営
業
者
間
二
私
設
セ
ル
所
謂
看
護
婦
会
又
ハ
看
護
婦
養
成
所
卜
称
ス
ル
場
所
二
於
テ
ハ
、
一
般
二
速
成
ヲ
主
ト
シ
極
テ
不
完
全
ナ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ル
養
成
ヲ
為
シ
、
其
大
部
分
ハ
殆
ン
ド
看
護
婦
ノ
仮
名
ヲ
借
ル
ノ
モ
ノ
タ
ル
ニ
過
ギ
ズ
。
而
カ
モ
此
等
速
成
仮
名
ノ
看
護
婦
ハ
、
其
数
甚
ダ

多
ク
明
治
三
十
二
年
七
月
ノ
調
査
二
依
レ
バ
、
東
京
市
内
二
於
ケ
ル
看
護
婦
会
ナ
ル
モ
ノ
五
十
八
箇
、
之
ガ
会
員
タ
ル
モ
ノ
実
二
九
百
有
八

人
ニ
シ
テ
、
府
下
看
護
婦
総
数
ノ
大
約
八
分
ヲ
占
メ
居
ル
モ
ノ
ノ
如
シ
。
而
テ
此
等
多
数
ノ
速
成
看
護
婦
ハ
独
り
東
京
市
内
ノ
需
用
二
応
ズ
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ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
遠
ク
郡
部
及
隣
県
各
地
ノ
招
聰
一
一
応
ズ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
而
カ
モ
郡
部
及
隣
県
各
地
二
遠
征
ス
ル
ハ
其
主
ダ
ル
目
的
ナ
リ

ト
云
フ
モ
、
亦
不
可
ナ
キ
モ
ノ
ノ
如
シ
。
是
ヲ
以
テ
郡
部
及
隣
県
各
地
二
於
テ
種
々
ノ
障
害
ヲ
与
へ
ラ
レ
ッ
ッ
ァ
ル
ハ
頻
々
之
ヲ
耳
ニ
ス
ル

所
ナ
リ
。
本
則
二
於
テ
モ
主
ト
シ
テ
取
締
ノ
必
要
ヲ
感
ジ
タ
ル
ハ
此
等
ノ
速
成
仮
名
ノ
看
護
婦
ニ
在
り
ト
ス
・
」
（
傍
点
は
筆
者
）

明
治
三
二
年
の
調
査
に
よ
る
と
、
東
京
市
内
に
五
八
カ
所
の
派
出
看
護
婦
会
が
存
在
し
、
こ
れ
ら
に
所
属
す
る
会
員
が
九
○
八
人
に
達
し

て
い
た
。
そ
の
中
に
速
成
し
た
名
ば
か
り
の
看
護
婦
が
い
る
こ
と
、
そ
の
弊
害
が
郡
部
や
近
隣
の
諸
県
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
速

成
看
護
婦
を
取
り
締
ま
る
た
め
に
規
則
を
制
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
諮
問
で
は
未
熟
な
看
護
婦
が
も
た

ら
す
弊
害
を
以
下
の
よ
う
に
挙
げ
て
い
る
。

「
看
護
婦
ノ
業
務
二
関
シ
テ
生
ズ
ル
弊
害
ハ
ー
ニ
シ
テ
足
ラ
ザ
ル
ベ
シ
ト
錐
モ
、
今
其
弊
害
ノ
由
テ
生
ズ
ル
原
因
ノ
重
ナ
ル
者
ヲ
挙
グ
レ

バ
、
第
一
、
適
当
ノ
技
能
ヲ
具
へ
ズ
シ
テ
看
護
婦
ノ
名
儀
ヲ
濫
用
ス
ル
コ
ト
、
第
二
、
相
当
ノ
年
齢
ニ
達
セ
ズ
又
ハ
心
神
体
格
ノ
健
全
ナ
ラ

ザ
ル
為
実
務
二
堪
へ
ザ
ル
者
ノ
輩
出
ス
ル
コ
ト
、
第
三
、
当
然
受
ク
ベ
キ
賃
銭
ノ
外
、
不
当
ノ
謝
儀
ヲ
貧
ル
者
ア
ル
コ
ト
、
第
四
、
獺
惰
放

騨
ニ
シ
テ
半
（
売
淫
婦
タ
ル
ガ
如
ク
風
紀
ヲ
素
ル
者
ア
ル
コ
ト
、
第
五
、
主
治
医
ノ
指
示
ヲ
受
ケ
ズ
シ
テ
漫
リ
ニ
医
術
ニ
渉
ル
行
為
ヲ
為
ス

者
ア
ル
コ
ト
等
ニ
シ
テ
、
此
等
ハ
琶
二
消
極
的
不
能
者
、
即
チ
単
二
実
務
二
堪
へ
ザ
ル
者
タ
ル
ニ
止
マ
ラ
シ
メ
バ
尚
ホ
可
ナ
リ
ト
雛
モ
、
其

無
能
ノ
結
果
或
ハ
疎
略
ノ
取
扱
ヲ
為
シ
、
或
ハ
全
ク
看
護
ノ
方
法
ヲ
誤
り
、
為
二
回
収
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
危
険
ヲ
患
者
二
与
フ
ル
ガ
如
キ
積
極

的
障
害
者
タ
ル
ニ
至
リ
テ
ハ
実
二
等
閑
二
付
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ァ
ル
ナ
リ
」

そ
し
て
、
諮
問
で
は
取
締
規
則
の
内
容
に
つ
い
て
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
、
試
験
を
実
施
し
、
受
験
資
格
に
年
齢
制
限
を
し
て
、
不
良
看

護
婦
に
対
す
る
罰
則
規
定
を
設
け
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

「
本
則
二
於
テ
学
術
技
能
ノ
試
験
ヲ
設
ケ
、
且
シ
年
齢
ヲ
制
限
シ
、
及
心
神
ト
体
格
ノ
健
全
ヲ
以
テ
ー
ノ
資
格
要
件
ト
為
シ
、
終
リ
ニ
業
務

二
不
誠
実
ナ
ル
者
二
対
シ
テ
禁
停
止
竝
二
科
料
等
ノ
制
裁
ヲ
設
ケ
タ
ル
ハ
、
主
ト
シ
テ
右
ノ
弊
根
ヲ
蔓
除
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
趣
旨
二
出
デ
タ
ル

ナ
リ
。
（
中
略
）
」



765 日本医史学雑誌 第47巻第4号(2001)

従
来
看
護
婦
を
取
締
規
則
に
よ
る
試
験
の
対
象
か
ら
は
ず
し
た
の
は
、
看
護
婦
不
足
を
き
た
し
て
需
要
者
の
不
便
を
鑑
み
て
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
病
院
看
護
婦
を
特
別
視
し
た
の
は
、
医
師
の
元
で
業
務
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
の
規
則
が
目
指
す
弊
害
矯
正
を
適
用

す
る
必
要
が
な
い
か
ら
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
官
公
私
立
病
院
に
於
い
て
勤
務
す
る
看
護
婦
は
医
師
の
直
接
監
督
下
に
あ
る
の
で
取

締
規
則
に
よ
ら
ず
、
「
病
院
取
締
」
の
一
部
に
規
定
し
て
取
り
締
ま
る
方
が
妥
当
だ
と
し
て
い
る
。
事
実
、
医
師
が
「
医
務
統
計
」
「
看
護
婦

係
」
「
試
験
室
係
」
「
消
毒
そ
の
他
」
「
図
書
雑
誌
係
」
を
分
担
し
て
い
た
東
京
府
駒
込
病
院
で
は
、
看
護
婦
係
が
看
護
婦
の
勤
務
規
定
や
病
棟

（
７
）

配
置
、
臨
時
看
護
婦
の
採
用
試
験
な
ど
を
担
当
し
、
現
場
の
看
護
婦
の
取
締
は
先
任
看
護
婦
が
「
看
護
婦
係
」
の
下
で
担
当
し
て
い
た
。

「
又
本
則
二
於
テ
特
二
例
外
法
ノ
必
要
ヲ
認
メ
タ
ル
モ
ノ
ニ
ア
リ
。
日
ク
従
来
営
業
ノ
看
護
婦
二
対
ス
ル
特
別
免
許
ノ
規
定
、
日
ク
官
公
私

立
病
院
ノ
看
護
婦
ヲ
本
則
以
外
二
置
ク
ノ
規
定
、
即
チ
是
ナ
リ
。

従
来
ノ
看
護
婦
二
対
シ
テ
ハ
正
規
ノ
試
験
ヲ
省
略
シ
、
許
可
ノ
際
簡
短
二
口
頭
試
問
ヲ
為
シ
、
且
シ
其
履
歴
二
参
考
シ
、
相
当
ノ
経
験
技

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

能
ヲ
有
ス
ト
認
ム
ル
者
ハ
本
則
施
行
後
一
定
ノ
期
間
ヲ
限
り
特
二
許
可
ス
ル
コ
ト
ト
為
シ
タ
リ
。
是
し
主
ト
シ
テ
当
業
者
保
護
ノ
主
趣
二
出

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

デ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
卜
雌
モ
、
又
地
方
二
於
テ
新
規
ノ
看
護
婦
ヲ
出
ス
迄
ノ
間
二
於
ケ
ル
需
用
者
ノ
便
宜
ヲ
モ
参
酌
シ
タ
モ
ノ
ナ
リ
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

又
官
公
私
立
病
院
二
於
ケ
ル
現
在
奉
職
ノ
看
護
婦
ハ
執
モ
独
立
シ
テ
其
業
務
ヲ
執
ル
モ
ノ
ニ
非
ラ
ズ
シ
テ
、
悉
ク
皆
、
当
該
病
院
医
員
ノ

指
示
ヲ
受
ヶ
、
直
接
監
督
ノ
下
二
従
事
ス
ル
ナ
ル
モ
ノ
ガ
故
二
、
本
則
二
於
テ
認
メ
タ
ル
弊
害
矯
正
ノ
目
的
ハ
殆
ン
ド
其
適
用
ヲ
見
ル
コ
ト

ナ
ラ
ル
ベ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
若
シ
他
日
之
ガ
取
締
ヲ
必
要
ト
ス
ル
場
合
ニ
ハ
、
寧
口
本
則
二
依
ラ
ズ
別
二
病
院
取
締
ノ
ー
部
分
ト
シ
テ
特
別

ノ
規
定
ヲ
設
ク
ル
方
、
却
テ
妥
当
ヲ
得
ル
ナ
ル
ベ
シ
ト
思
惟
セ
ル
ニ
依
り
、
本
則
二
於
テ
ハ
全
ク
之
ヲ
局
外
二
置
キ
タ
ル
ナ
リ
。
（
以
下
略
）
」

外
を
認
め
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
規
則
は
あ
く
ま
で
も
粗
悪
な
、
速
成
看
護
婦
を
取
り
締
ま
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
と
き
病
院
で
養
成
さ
れ
た

看
護
婦
に
対
し
て
は
特
別
免
許
の
規
定
を
定
め
、
従
来
の
看
護
婦
に
対
し
て
試
験
を
口
頭
試
問
で
代
行
す
る
な
ど
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
例

（
傍
点
は
筆
者
）



平尾真智子：「看護婦規則」の制定過程と意義に関する研究 766

一
方
、
看
護
婦
会
に
は
「
看
護
婦
養
成
所
」
と
い
う
看
護
婦
会
が
存
在
し
た
。
こ
の
事
例
に
、
明
治
三
四
年
の
「
埼
玉
看
護
婦
養
成
所
規

（
８
）

則
要
領
」
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
規
則
要
領
の
第
一
は
「
当
看
護
婦
養
成
所
ハ
婦
女
子
ヲ
シ
テ
病
者
ヲ
看
護
ス
ル
方
法
ヲ
学
習
セ
シ
メ
善

良
ニ
シ
テ
敏
腕
ナ
ル
看
護
婦
ヲ
養
成
シ
病
院
或
ハ
病
家
ノ
需
二
応
ジ
医
療
ノ
完
全
ヲ
謀
り
兼
テ
自
営
ノ
道
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト

ス
」
と
あ
る
。
そ
こ
で
は
六
カ
月
間
の
看
護
婦
養
成
を
行
い
、
そ
こ
で
養
成
し
た
看
護
婦
を
病
院
あ
る
い
は
病
家
に
派
出
し
て
い
た
の
で
あ

各
県
で
発
令
さ
れ
た
看
護
婦
規
則
の
名
称
を
み
る
と
、
こ
の
府
県
で
「
看
護
婦
規
則
」
と
い
っ
た
が
、
一
八
の
府
県
で
「
看
護
婦
取
締

規
則
」
と
し
た
。
そ
の
う
ち
、
静
岡
と
埼
玉
の
両
県
で
は
看
護
婦
で
な
く
「
看
護
人
取
締
規
則
」
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
「
取
締
」
の
つ
く

規
則
は
看
護
婦
規
則
だ
け
で
な
か
っ
た
。
医
療
法
関
係
の
「
入
歯
歯
抜
口
中
療
治
接
骨
等
営
業
者
取
締
方
」
（
明
治
一
八
年
）
、
「
鍼
灸
術
営
業

上
記
の
諮
問
は
東
京
府
の
地
方
衛
生
会
で
審
議
さ
れ
、
明
治
三
三
年
に
「
東
京
府
看
護
婦
規
則
」
と
し
て
公
布
さ
れ
た
（
資
料
１
）
。
そ
れ

は
取
締
的
要
素
を
強
く
お
び
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
重
要
な
点
は
、
こ
の
規
則
で
看
護
婦
の
資
格
は
満
二
○
歳
以
上
の
女
子
で
、
警
視
庁
の

看
護
婦
試
験
（
学
術
試
験
、
実
地
試
験
）
に
合
格
し
た
者
に
与
え
る
と
し
た
こ
と
と
、
罰
則
規
定
を
設
け
た
こ
と
、
付
則
を
も
っ
て
、
看
護
婦

規
則
施
行
時
に
二
ヵ
年
以
上
看
護
婦
の
業
を
営
み
、
施
行
後
六
ヵ
月
以
内
に
出
願
し
た
者
は
無
試
験
で
看
護
婦
免
状
を
与
え
た
こ
と
、
看
護

婦
組
合
の
設
立
が
認
可
制
に
な
っ
た
こ
と
、
病
院
看
護
婦
に
は
看
護
婦
規
則
は
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

（
Ⅱ
」

調
査
に
よ
っ
て
、
一

二
）
規
則
の
名
称

『
〈
」

ブ
Ｑ
Ｏ

三
、
大
正
四
年
以
前
に
制
定
さ
れ
た
一
一
九
府
県
の
看
護
婦
規
則

（
９
）

大
正
四
年
以
前
に
発
令
さ
れ
た
府
県
の
看
護
婦
規
則
は
、
同
年
に
刊
行
さ
れ
た
小
池
金
之
助
著
『
看
護
婦
」
（
大
正
四
年
発
行
）
に
は
十
一

の
府
県
看
護
婦
規
則
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
に
県
史
、
県
看
護
史
、
医
学
雑
誌
、
県
立
図
書
館
な
ど
で
の
調
査
や
滝
内
隆
子
氏
の

（
叩
）

調
査
に
よ
っ
て
、
二
九
府
県
で
看
護
婦
規
則
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
を
あ
げ
、
比
較
検
討
し
た
。
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第
一
軍

第
一
条
者
護
婦
ノ
案
ヲ
賞
マ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
第
二
条
ノ
資
格
ヲ
証
明
ス
ヘ
キ
害
類
ヲ
漉
へ
当
庁
二
魔
出
免
状
ヲ

受
ク
ヘ
シ

第
一
一
条
免
状
ハ
年
齢
満
二
十
年
以
上
ノ
女
子
一
ラ
テ
当
庁
ノ
著
襲
婦
拭
験
二
及
第
シ
タ
ル
者
二
非
サ
レ
ハ
受
ク

ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
三
条
免
状
ハ
之
ヲ
他
人
二
貸
与
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
西
条
免
状
ヲ
裁
損
亡
失
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
速
一
一
再
下
付
ヲ
■
出
ツ
ヘ
シ

第
五
条
族
癖
氏
名
等
免
状
記
救
ノ
事
項
二
具
動
ヲ
生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
七
日
以
内
二
香
換
ヲ
項
出
ツ
ヘ
・
ソ

第
六
条
岩
硬
婦
廃
案
又
ハ
住
所
ヲ
転
シ
タ
ル
ト
キ
谷
一
十
日
以
内
二
免
状
ヲ
鋸
へ
其
ノ
旨
届
出
ツ
ヘ
シ
但
．
ン
蕃

内
ノ
転
居
ハ
免
状
ノ
添
付
ヲ
要
セ
ス

失
諒
又
ハ
死
亡
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
戸
鍔
法
二
依
ル
届
出
装
務
者
ヨ
リ
ニ
十
日
以
内
二
免
状
ヲ
添
へ
届
出
ツ
ヘ
シ
但

免
状
ヲ
添
へ
難
キ
事
由
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
旨
ヲ
記
載
ス
ヘ
シ

第
七
条
著
護
婦
ハ
主
治
医
ノ
指
示
ヲ
受
ク
ル
ー
非
サ
レ
ハ
治
療
二
関
ス
ル
手
楕
又
ハ
投
薬
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

第
八
条
着
護
婦
ハ
無
免
許
ノ
者
ヲ
シ
ー
テ
代
テ
著
護
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
但
シ
現
二
署
護
ノ
方
法
ヲ
指
示

シ
｜
部
ノ
補
助
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
ハ
此
ノ
限
二
ア
ラ
ス

第
九
条
著
襲
婦
ニ
シ
テ
迩
癒
、
白
痴
、
不
具
、
廃
疾
ト
ナ
リ
其
ノ
業
務
ヲ
営
ム
ニ
竃
責
卜
認
ム
ル
ト
キ
ハ
免
状
ヲ
返
納

セ
シ
ム

第
十
条
本
則
ニ
依
り
禁
止
ノ
処
分
ヲ
受
ケ
ニ
個
年
ヲ
経
過
シ
タ
ル
者
ハ
其
ノ
行
状
一
言
リ
之
ヲ
解
除
ス
ル
コ
ト
ア
火
シ

舞
一
壽
蕊
霊
議
謹
悪
霊
霊
読
鷆
悪
態
一
之
冨
雷
一
毒
ゞ

第
十
三
条
拭
験
科
目
ハ
左
ノ
如
シ

学
説

実
地
二
関
ス
ル
事
項

第
十
四
条
実
地
拭
験
ハ
学
説
試
験
二
及
第
シ
タ
ル
者
二
就
キ
之
ヲ
行
う

第
十
五
条
看
護
婦
試
験
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
第
一
号
香
式
二
拠
り
修
業
履
歴
害
ヲ
添
へ
屡
出
ツ
ヘ
シ

資
料
１

第
一
看
護
法

第
二
解
剖
生
理
ノ
大
要

第
三
伝
染
病
予
防
消
毒
法

実
地

克
京
府
君
護
婦
規
則
急
籠
龍
巽
誤
日
）

註
験
履
香
ノ
差
出
期
ハ
毎
年
四
月
及
十
月
ト
ス

駄
敦
ヲ
許
可
ス
ル
ト
キ
ハ
指
令
ヲ
須
ヒ
ス
其
ノ
原
審
ヲ
受
理
、
シ
肝
可
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
却
下
ス

第
十
六
条
不
具
廃
疾
者
並
禁
■
以
上
ノ
刑
二
処
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
著
護
婦
拭
験
ヲ
許
可
セ
サ
ル
ニ
ア
ル
ヘ
・
ソ

第
十
七
粂
看
凄
婦
駄
験
二
及
第
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
及
第
証
呑
ヲ
交
付
ス

第
三
車
嗣
則

第
十
八
条
試
験
二
関
ス
ル
規
定
二
違
反
シ
タ
ル
者
ハ
其
ノ
は
験
ヲ
無
効
ト
ス

第
十
九
条
署
蔑
蝿
ニ
シ
テ
禁
顛
以
上
ノ
刑
又
ハ
本
則
一
一
依
り
科
料
二
処
セ
ラ
レ
タ
ル
者
其
ノ
他
ハ
業
務
上
不
正

ノ
行
為
ア
リ
タ
ル
者
ハ
共
ノ
業
ヲ
禁
止
シ
若
ハ
ニ
個
年
以
内
停
止
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
二
十
条
前
条
二
依
り
著
護
婦
ノ
案
ヲ
禁
止
若
ハ
停
止
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
五
日
以
内
二
所
轄
郡
区
役
所
ヲ
経
由

シ
テ
免
状
ヲ
返
納
ス
ヘ
シ
但
シ
停
止
二
係
ル
モ
ノ
ハ
其
ノ
旨
ヲ
免
状
二
記
載
シ
之
ヲ
下
付
ス

第
二
十
一
条
第
一
条
第
三
条
第
七
条
第
八
条
二
違
反
シ
タ
ル
者
又
ハ
第
一
一
十
条
二
違
反
シ
免
状
ヲ
返
納
セ
サ
ル

者
ハ
弐
拾
五
銀
以
上
壱
円
九
拾
五
銭
以
下
ノ
科
料
二
処
ス

第
二
十
二
条
第
五
条
第
六
条
第
十
一
条
二
違
反
シ
タ
ル
者
ハ
壱
円
五
拾
銭
以
下
ノ
科
料
二
処
ス

第
四
車
附
則

第
二
十
三
条
本
令
施
行
以
前
二
個
年
以
上
署
護
婦
ノ
業
ヲ
営
ミ
本
令
施
行
以
後
六
ヶ
月
以
内
一
一
出
願
ス
ル
者
ハ

鼈
塞
霊
黙
謹
蕊
霊
鍾
鵠
覇
弄
師
蕎
〈
鍾
鋤
の
誕
明
ヲ
鴇
一
γ

之
ヲ
添
付
ス
ヘ
シ

第
二
十
四
条
本
令
ハ
宮
公
軽
立
病
院
内
二
於
テ
使
用
ス
ル
署
護
婦
二
適
用
セ
ス

第
二
十
五
条
本
令
ハ
明
治
三
十
三
年
十
月
一
日
ヨ
リ
施
行
ス
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規
則
の
条
文
の
数
は
府
県
毎
に
異
な
る
。
少
な
い
も
の
で
新
潟
県
看
護
婦
取
締
規
則
の
十
条
、
多
い
も
の
で
宮
城
県
看
護
婦
取
締
規
則
、

東
京
府
看
護
婦
規
則
、
神
奈
川
県
看
護
人
取
締
規
則
の
二
五
条
で
あ
る
。
本
則
の
平
均
は
十
八
条
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
規
則
に
は
付
則
が

つ
く
。
看
護
婦
規
則
の
他
に
看
護
婦
試
験
に
つ
い
て
は
別
の
規
定
を
設
け
て
い
る
県
が
兵
庫
県
、
新
潟
県
、
京
都
府
、
岩
手
県
、
群
馬
県
、

千
葉
県
、
和
歌
山
県
、
栃
木
県
、
大
分
県
の
九
府
県
で
あ
る
。

な
お
こ
の
時
ま
で
に
看
護
婦
に
関
す
る
規
則
が
布
告
さ
れ
な
か
っ
た
府
県
は
北
海
道
、
山
形
、
茨
城
、
富
山
、
福
井
、
長
野
、
岐
阜
、
愛

知
、
三
重
、
滋
賀
、
奈
良
、
広
島
、
山
口
、
徳
島
、
福
岡
、
長
崎
、
宮
崎
、
沖
縄
の
十
八
道
県
で
あ
る
。

取
締
方
」
（
明
治
一
八
年
）
「
按
摩
術
営
業
取
締
規
則
」
（
明
治
四
四
年
）
「
鍼
術
・
灸
術
営
業
取
締
規
則
」
（
明
治
四
四
年
）
が
あ
る
が
、
医
師
も

産
婆
も
「
愛
媛
県
医
師
取
締
規
則
」
（
明
治
二
八
県
令
二
八
号
）
や
「
茨
城
県
産
婆
取
締
規
則
」
（
明
治
二
二
）
に
「
取
締
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
最
初
の
看
護
婦
規
則
が
職
業
の
保
護
を
目
的
と
し
た
免
許
規
則
、
つ
ま
り
、
看
護
婦
の
営
業
を
監
督
し
て
、
受
益
者
の
保
護

を
目
的
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。

看
護
婦
規
則
の
布
告
は
明
治
三
三
年
の
東
京
府
看
護
婦
規
則
が
最
も
早
い
。
し
か
し
、
明
治
三
十
年
代
に
以
下
に
示
す
よ
う
に
、
多
く
の

県
で
布
告
さ
れ
た
。
明
治
三
五
年
に
大
阪
府
、
静
岡
、
鳥
取
、
兵
庫
、
新
潟
の
五
府
県
で
布
告
し
、
明
治
三
六
年
に
は
山
梨
県
と
京
都
府
が
、

明
治
三
七
年
に
神
奈
川
県
、
明
治
三
八
年
に
宮
城
県
、
明
治
三
九
年
に
岩
手
県
と
秋
田
県
に
お
い
て
布
告
さ
れ
た
。
以
上
、
明
治
三
十
年
代

に
は
十
二
の
府
県
で
、
明
治
四
十
年
代
に
十
一
県
が
、
大
正
初
期
に
は
六
県
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
明
治
三
十
年
代
、
四
十
年
代
に
増
え
て
い

＝ 知
二 、

る
0

看
護
婦
の
定
義
に
あ
た
る
第
一
条
の
書
き
出
し
は
各
府
県
で
異
な
っ
た
。
「
看
護
婦
ト
称
ス
ル
ハ
他
人
ノ
招
贈
二
応
ジ
病
者
看
護
二
従
事

ス
ル
者
」
が
最
も
多
い
（
一
三
府
県
）
。
次
が
「
看
護
婦
ハ
試
験
合
格
シ
県
庁
ノ
免
許
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
」
（
七
県
）
で
、
そ
の
他
は
「
看
護
婦
タ

ラ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
左
ノ
資
格
ヲ
有
ス
ル
者
」
（
五
県
）
、
「
看
護
婦
ノ
業
ヲ
営
マ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
左
ノ
資
格
ヲ
証
明
ス
ヘ
キ
書
類
ヲ
提
出
シ
願
上

三
重
、
滋
賀
、
左

看
護
婦
の
定
義
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さ
ら
に
「
甲
種
看
護
婦
」
、
「
乙
種
看
護
婦
」
と
看
護
婦
を
二
類
に
区
別
し
て
い
る
県
、
発
行
す
る
免
許
に
甲
・
乙
の
別
を
設
け
て
い
る
県

が
あ
っ
た
。
島
根
県
で
は
甲
種
看
護
婦
は
府
県
の
試
験
合
格
者
、
看
護
婦
養
成
所
卒
業
者
、
日
赤
卒
業
者
で
あ
っ
た
。
乙
種
看
護
婦
は
伝
染

病
看
護
婦
と
な
っ
て
い
る
。
伝
染
病
看
護
婦
は
避
病
院
や
伝
染
病
患
者
の
出
た
家
で
住
み
込
み
で
患
者
の
看
護
に
あ
た
っ
た
。
兵
庫
県
で
は

「
甲
号
看
護
婦
免
状
」
は
試
験
合
格
者
に
与
え
ら
れ
、
「
乙
号
看
護
婦
免
状
」
は
そ
れ
以
外
の
者
と
規
定
し
て
い
る
。

以
上
か
ら
判
明
し
た
こ
と
は
、
最
初
の
看
護
婦
規
則
制
定
の
時
か
ら
多
様
の
看
護
職
を
認
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

出
ル
」
（
四
県
）
と
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
看
護
の
業
務
に
つ
い
て
の
規
定
は
な
か
っ
た
。

（
三
）
看
護
婦
免
許
取
得
の
最
低
年
齢

年
齢
は
東
京
府
の
二
十
歳
が
最
高
で
、
最
も
若
い
の
が
山
梨
と
香
川
の
二
県
で
十
五
歳
で
あ
っ
た
。
十
六
歳
が
九
県
、
十
七
歳
が
七
県
、

十
八
歳
が
五
県
、
二
十
歳
が
東
京
府
だ
け
で
あ
っ
た
。
五
県
で
は
年
齢
を
規
制
し
な
か
っ
た
。
平
均
は
十
七
歳
で
あ
る
が
、
十
六
歳
と
し
た

県
が
も
っ
と
お
お
い
。
高
等
女
学
校
を
卒
業
し
た
年
齢
で
あ
る
。
東
京
府
の
二
十
歳
は
医
師
の
年
齢
と
同
じ
で
あ
る
。
異
例
に
高
年
齢
で
あ

で
は
一
一

い
え
る
。

る
0

（
四
）
看
護
助
手
、
看
護
婦
の
階
級

看
護
婦
以
外
に
「
見
習
」
や
「
看
護
補
助
員
」
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
の
が
次
の
四
県
で
あ
っ
た
。
和
歌
山
県
で
は
「
看
護
婦
ノ
指
揮
下

ノ
見
習
」
、
石
川
県
で
は
「
病
院
医
師
ニ
ッ
キ
見
習
上
中
ノ
者
ハ
本
則
ヲ
適
用
セ
ス
」
、
島
根
県
で
は
「
看
護
補
助
員
ト
シ
テ
勤
務
」
、
高
知
県

で
は
「
二
年
以
上
看
護
婦
見
習
二
従
事
シ
タ
モ
ノ
」
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
。
依
っ
て
、
こ
の
時
期
に
こ
れ
ら
の
身
分
が
存
在
し
て
い
た
と
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九
府
県
で
は
、
看
護
婦
試
験
に
関
す
る
規
定
を
別
に
設
け
た
。
こ
れ
ら
の
府
県
の
看
護
婦
規
則
に
規
定
さ
れ
た
「
看
護
婦
試
験
」
の
内
容

は
、
「
学
説
」
と
「
実
地
」
か
ら
な
っ
た
。
学
説
の
試
験
科
目
は
少
な
い
と
こ
ろ
で
「
看
護
法
」
「
解
剖
生
理
ノ
大
要
」
「
伝
染
病
予
防
消
毒
方

法
」
の
三
科
目
（
東
京
府
）
、
多
い
と
こ
ろ
で
「
解
剖
学
生
理
学
及
衛
生
学
の
大
意
」
．
般
看
護
法
」
「
伝
染
病
患
者
看
護
法
」
「
治
療
介
補
法
」

「
消
毒
方
法
」
「
救
急
処
置
」
「
包
帯
法
」
の
七
科
目
（
佐
賀
県
）
が
あ
る
が
、
大
抵
は
四
科
目
で
あ
っ
た
。

実
地
試
験
の
内
容
は
「
消
毒
薬
剤
の
調
整
方
法
」
、
「
包
帯
救
急
処
置
及
消
毒
方
法
」
の
二
科
目
（
岩
手
・
神
奈
川
・
高
知
）
、
あ
る
い
は
「
包

帯
、
救
急
処
置
、
消
毒
方
法
」
（
宮
城
・
兵
庫
）
、
「
器
械
使
用
」
「
消
毒
」
「
包
帯
」
（
福
島
）
、
「
看
護
法
」
「
消
毒
方
法
」
「
包
帯
術
」
（
栃
木
・
群

看
護
婦
の
資
格
規
定
の
第
一
の
方
法
と
し
て
看
護
婦
試
験
を
全
て
の
府
県
で
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
看
護
婦
試
験
の
受
験
条
件
を
あ
げ

て
い
る
の
が
二
八
府
県
で
あ
っ
た
。
山
梨
県
に
お
い
て
は
受
験
条
件
を
規
定
し
て
い
な
い
。
そ
の
他
は
「
修
業
履
歴
書
の
提
出
」
が
一
七
府

県
と
最
も
多
く
、
．
年
以
上
ノ
看
護
ノ
学
術
ノ
修
業
」
を
義
務
づ
け
て
い
る
の
が
岡
山
、
栃
木
、
島
根
、
熊
本
、
鹿
児
島
の
五
県
で
あ
っ
た
。

「
医
師
二
名
以
上
ノ
修
業
証
明
書
提
出
」
が
秋
田
、
岩
手
、
熊
本
の
三
県
で
あ
り
、
「
医
師
又
ハ
看
護
婦
ノ
修
業
証
明
書
」
が
愛
媛
、
岩
手
、

和
歌
山
の
三
県
（
試
験
規
則
）
で
あ
る
。
「
養
成
所
卒
業
証
明
書
提
出
」
も
可
が
栃
木
の
一
県
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
愛
媛
県
で
は
学
歴
を
受
験

資
格
に
い
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
義
務
教
育
の
課
程
修
了
で
あ
っ
た
が
、
愛
媛
県
看
護
婦
取
締
規
則
は
明
治
四
一
年
七
月
一
七
日
に
制
定
さ
れ

て
お
り
、
前
年
の
明
治
四
十
年
に
義
務
教
育
が
四
年
か
ら
六
年
に
延
長
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
そ
れ
以
前
に
義
務
教
育

四
年
を
修
了
し
た
者
に
は
、
高
等
小
学
の
高
等
科
二
年
課
程
修
了
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
多
く
の
県
は
前
歴
（
経
験
）
を
重
視
し
て
、
そ

四
年
を
修
了
し
た
者
に
は
、
高
等
‐

れ
に
よ
っ
て
免
許
を
与
え
て
い
る
。

二
一

第
二
章
看
護
婦
の
資
格

看
護
婦
免
許

看
護
婦
試
験
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馬
）
、
「
包
帯
術
、
救
急
処
置
」
「
消
毒
方
法
、
看
護
法
」
（
鹿
児
島
）
と
県
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
。
試
験
に
体
格
検
査
を
取
り
入
れ
て
い
る
と
こ

ろ
も
あ
っ
た
（
兵
庫
・
神
奈
川
・
愛
媛
・
高
知
・
石
川
）
。

試
験
は
年
二
回
が
多
い
。
他
府
県
の
看
護
婦
試
験
合
格
を
も
っ
て
免
許
を
あ
た
え
た
府
県
が
二
二
と
約
八
割
に
み
ら
れ
た
。

（
Ⅱ
）

看
護
婦
試
験
の
実
施
に
伴
い
、
看
護
婦
試
験
の
受
験
用
参
考
書
や
問
題
集
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
渡
部
の
調
査
に
よ
る
と
東
京
府
の
場
合
、

（
吃
）

看
護
婦
試
験
合
格
率
は
明
治
三
十
年
代
、
四
十
年
代
と
も
に
三
割
足
ら
ず
で
資
格
取
得
は
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

（
二
）
看
護
婦
養
成
所
卒
業
者
へ
の
無
試
験
で
の
免
許
授
与

東
京
府
は
翌
三
四
年
一
二
月
に
府
令
四
十
八
号
を
以
っ
て
、
看
護
婦
規
則
に
よ
る
資
格
取
得
に
但
書
を
加
え
た
。

「
官
立
府
県
立
ニ
シ
テ
三
箇
年
以
上
ノ
修
業
年
限
ヲ
有
ス
ル
看
護
婦
養
成
所
若
ハ
、
之
卜
同
等
以
上
ノ
学
科
程
度
ヲ
具
へ
ダ
ル
看
護
婦
養
成

（
咽
）

所
二
於
テ
卒
業
証
書
ヲ
得
ダ
ル
者
」
に
は
、
無
試
験
で
免
状
を
与
え
る
と
い
う
緩
和
規
定
を
追
加
し
た
。

そ
の
後
に
発
令
さ
れ
た
各
府
県
の
規
則
で
は
規
定
の
看
護
婦
養
成
所
卒
業
者
は
卒
業
証
明
書
を
提
出
す
れ
ば
無
試
験
で
免
許
を
与
え
ら
れ

る
と
し
て
い
る
。
府
県
看
護
婦
規
則
の
条
文
に
あ
げ
ら
れ
た
養
成
所
は
、
帝
国
大
学
医
科
大
学
、
日
本
赤
十
字
社
、
官
立
府
県
立
の
看
護
婦

養
成
所
、
府
県
立
病
院
、
公
私
立
病
院
、
府
県
指
定
の
学
校
・
養
成
所
、
県
庁
認
可
を
受
け
た
看
護
婦
養
成
所
、
知
事
の
指
定
し
た
私
立
看

護
婦
学
校
・
養
成
所
、
県
立
看
護
婦
養
成
所
、
大
日
本
私
立
衛
生
会
支
部
の
看
護
婦
養
成
所
、
二
年
以
上
の
課
程
の
官
立
公
立
赤
十
字
社
、

一
年
以
上
の
養
成
所
卒
業
者
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
県
に
よ
っ
て
は
県
指
定
の
養
成
所
を
決
め
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
例
え
ば
群
馬
県
で

は
群
馬
県
立
産
婆
看
護
婦
養
成
所
、
佐
賀
県
で
は
県
立
病
院
好
生
館
、
大
分
県
産
婆
看
護
婦
養
成
所
が
あ
る
。

こ
れ
ら
か
ら
一
ゞ
官
立
の
帝
国
大
学
、
日
本
赤
十
字
社
、
公
立
の
病
院
・
養
成
所
、
私
立
病
院
、
二
、
「
県
指
定
」
、
「
県
庁
認
可
」
、
「
知
事

指
定
」
の
学
校
・
養
成
所
、
三
、
養
成
期
間
が
一
年
ま
た
は
二
年
以
上
の
課
程
の
養
成
所
は
教
育
の
内
容
が
十
分
で
あ
る
と
府
県
に
認
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
府
県
看
護
婦
規
則
の
看
護
婦
の
資
格
要
件
の
規
定
に
お
い
て
は
「
看
護
婦
試
験
」
を
第
一
と
し
、
学
校
養
成
所

卒
業
を
第
二
に
規
定
し
て
い
る
府
県
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
岡
山
県
看
護
婦
規
則
が
唯
一
つ
養
成
所
卒
を
第
一
の
資
格
要
件
に
あ
げ
て
い
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二
、
府
県
看
護
婦
規
則
に
み
る
派
出
看
護
婦
会
の
規
定

看
護
婦
規
則
の
中
に
、
看
護
婦
会
・
組
合
の
認
可
を
規
定
し
て
い
る
の
が
二
四
県
あ
っ
た
。
規
定
し
て
い
な
い
県
は
新
潟
県
、
秋
田
県
、

千
葉
県
、
青
森
県
、
香
川
県
の
五
県
で
あ
っ
た
。
最
初
に
布
告
さ
れ
た
東
京
府
看
護
婦
規
則
の
発
令
理
由
が
看
護
婦
会
の
取
締
り
に
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
そ
の
後
に
続
い
た
府
県
の
看
護
婦
規
則
も
主
に
自
由
営
業
を
行
う
看
護
婦
会
を
対
象
と
し
て
お
り
、
東
京
府
、
大
阪
府
、
京
都

府
、
千
葉
県
、
埼
玉
県
、
島
根
県
の
六
つ
の
府
県
で
は
「
病
院
で
働
く
看
護
婦
に
は
適
用
し
な
い
」
と
条
文
に
明
記
し
て
い
る
。

各
府
県
で
看
護
婦
規
則
が
制
定
さ
れ
る
に
伴
い
、
看
護
婦
会
経
営
者
自
ら
も
職
業
倫
理
の
確
立
に
向
か
っ
て
動
き
だ
し
た
。
東
京
で
は
明

治
三
五
年
二
月
に
看
護
婦
会
経
営
者
有
志
が
「
看
護
婦
協
会
」
を
結
成
し
翌
年
に
は
「
大
日
本
看
護
婦
協
会
」
と
改
称
し
た
。
看
護
婦
会

付
則
に
よ
る
現
業
者
へ
の
優
遇
措
置
と
し
て
、
規
則
発
布
後
に
お
い
て
満
二
年
（
府
県
に
よ
っ
て
は
一
年
）
以
上
看
護
婦
の
業
に
従
事
し
た

者
で
規
則
施
行
六
カ
月
（
府
県
に
よ
っ
て
は
三
カ
月
）
以
内
に
願
出
る
者
に
特
別
に
免
状
を
交
付
す
る
場
合
も
あ
る
、
と
い
う
特
別
除
外
例
の

規
定
を
設
け
て
い
る
の
が
二
十
府
県
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
に
は
そ
の
師
若
く
は
医
師
の
証
明
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
で
得
た
免
状

（
ｕ
）

は
「
お
情
け
免
状
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

↑
め
ブ
旬
０

（
三
）
修
業
履
歴
審
査
に
よ
る
免
許
の
授
与

数
は
少
な
い
が
県
が
指
定
し
た
養
成
所
以
外
の
病
院
や
養
成
所
で
あ
っ
て
も
、
「
二
年
以
上
看
護
婦
の
学
科
を
修
め
実
務
に
従
事
し
た
者

（
看
護
婦
見
習
を
含
む
）
は
履
歴
審
査
で
免
許
を
与
え
る
」
と
条
文
に
規
定
し
て
い
る
も
の
が
、
和
歌
山
県
、
大
分
県
、
高
知
県
の
三
県
で
、
福

島
県
・
佐
賀
県
で
は
そ
の
年
数
が
三
年
以
上
、
香
川
県
で
は
一
年
以
上
と
な
っ
て
い
る
が
合
わ
せ
て
六
県
あ
る
。
他
の
看
護
婦
規
則
の
付
則

に
看
護
婦
規
則
施
行
の
移
行
措
置
と
し
て
現
業
者
の
保
護
を
目
的
に
届
出
に
よ
り
履
歴
審
査
で
資
格
を
与
え
る
も
の
と
は
全
く
別
の
も
の
で

る
0
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「
従
来
法
令
の
上
に
於
て
看
護
婦
会
を
認
め
を
る
の
結
果
、
之
を
経
営
す
る
の
に
何
等
の
制
規
な
き
を
以
て
何
人
と
雛
ど
も
任
意
に
之
を

営
む
こ
と
を
得
、
髪
に
於
て
か
近
来
生
存
競
争
の
愈
々
劇
し
き
に
従
ひ
特
に
東
京
市
の
如
き
満
都
到
る
処
看
護
婦
会
を
経
営
す
る
も
の
次
第

に
滋
々
多
か
ら
ん
と
す
る
の
趨
勢
を
示
し
、
或
は
看
護
婦
た
る
の
資
格
経
験
な
き
者
に
し
て
看
護
婦
の
操
縦
業
務
の
指
揮
に
任
じ
、
或
は
何

等
の
素
養
な
き
者
を
患
家
に
派
出
し
て
不
当
の
料
金
を
請
求
し
、
或
は
春
り
に
看
護
婦
を
需
要
す
る
こ
と
多
き
医
院
に
運
動
し
日
当
の
低
き

と
苞
苣
の
饒
き
と
を
競
ひ
て
勢
利
の
獲
得
を
争
ひ
、
甚
し
き
は
看
護
婦
会
の
名
下
に
賤
業
を
営
み
て
風
紀
を
壊
乱
す
る
が
如
き
情
弊
を
醸
し

京
都
府
で
は
明
治
四
十
年
、
当
時
、
三
三
あ
っ
た
看
護
婦
会
の
う
ち
の
一
九
が
加
盟
し
た
「
京
都
府
看
護
婦
会
連
合
会
」
が
結
成
さ
れ
一

五
条
か
ら
な
る
規
約
を
制
定
し
看
護
料
金
の
統
一
を
は
か
っ
た
。
明
治
四
二
年
に
は
風
紀
刷
新
の
注
意
書
を
、
翌
年
に
は
無
免
許
看
護
婦
に

関
す
る
注
意
書
を
発
行
し
た
。
明
治
四
四
年
に
は
徽
章
を
制
定
し
、
体
温
表
・
看
護
日
誌
の
統
一
を
決
め
た
。
明
治
四
五
年
京
都
府
看
護
婦

（
旧
）

規
則
が
改
正
さ
れ
、
看
護
婦
組
合
の
事
項
が
追
加
と
な
り
組
合
加
入
が
義
務
と
な
っ
た
。

東
京
府
看
護
婦
規
則
は
派
出
看
護
婦
会
の
設
立
に
は
「
規
約
を
添
え
て
認
可
を
受
く
く
し
」
と
あ
る
だ
け
で
、
他
の
特
別
な
規
定
は
な
か
っ

た
た
め
、
悪
徳
看
護
婦
会
と
不
良
看
護
婦
が
発
生
す
る
必
然
性
が
あ
っ
た
。
明
治
四
四
年
七
月
の
『
大
日
本
私
立
衛
生
会
雑
誌
』
に
「
看
護

（
円
）

婦
取
締
の
必
要
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
平
安
看
護
婦
会
主
増
田
タ
ツ
、
渡
邊
看
護
婦
会
主
渡
邊
銭
、
常
盤
看
護
婦
会
主
今
泉
ト
キ

の
連
署
を
も
っ
て
当
局
に
提
出
し
た
「
看
護
婦
会
取
締
規
則
設
立
願
い
」
で
あ
る
。
そ
の
一
部
を
こ
こ
に
引
用
し
た
。

（
Ｆ
）

有
の
傾
向
で
は
な
か
っ
た
。

は
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
明
治
四
三
年
に
は
、
東
京
市
内
だ
け
で
も
三
百
を
越
え
て
病
院
、
病
家
に
派
遣
す
る
看
護
婦
は
約
八
千
名
に
も
な
っ

（
胆
）

て
お
り
、
十
年
間
の
間
に
約
八
倍
に
も
増
加
し
て
い
た
。
そ
の
な
か
に
は
大
日
本
看
護
婦
協
会
を
無
視
し
て
暗
躍
す
る
看
護
婦
会
も
多
か
つ

（
略
）た

。
日
露
戦
争
後
は
、
資
本
主
義
が
飛
躍
的
に
発
展
し
、
医
療
の
分
野
に
も
営
利
を
追
求
す
る
姿
勢
が
強
ま
っ
た
。
開
業
医
の
な
か
に
も
実

質
の
と
も
な
わ
な
い
誇
大
広
告
を
し
た
り
、
意
識
的
に
富
裕
層
を
患
者
に
取
り
込
も
う
と
す
る
傾
向
が
で
て
く
る
な
ど
派
出
看
護
婦
会
に
特
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玉
石
混
渚
薫
彊
同
器
延
ひ
て
同
業
の
各
信
用
を
汚
損
し
、
衆
口
金
を
礫
し
讓
積
骨
を
穀
の
極
往
々
看
護
婦
会
を
目
し
雇
人
周
旋
業
と
同
一
視

す
る
も
の
あ
る
に
至
る
。
其
看
護
婦
会
の
本
旨
を
誤
る
の
甚
だ
し
き
一
に
何
ん
ぞ
此
に
至
る
や
如
今
看
護
婦
会
の
所
在
に
勃
興
し
、
箇
々
特

立
し
て
更
に
相
関
渉
す
る
な
き
や
音
に
看
護
婦
会
其
者
の
弊
害
を
助
長
す
る
而
己
な
ら
ず
看
護
婦
会
を
組
織
す
る
会
員
即
ち
看
護
婦
の
如
き

も
亦
現
に
看
護
婦
に
有
る
ま
じ
き
行
為
を
な
し
、
又
は
為
し
つ
つ
あ
る
者
に
対
し
縦
令
或
看
護
婦
会
に
於
て
之
を
除
名
せ
し
む
る
と
す
る
も

尚
他
に
緯
々
生
存
の
余
地
を
存
し
、
更
に
之
を
淘
汰
し
制
裁
す
る
由
な
き
が
如
き
弊
害
を
伴
ひ
、
乃
ち
爾
々
相
餅
ひ
て
社
会
に
害
毒
を
流
布

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

す
（
中
略
）
是
れ
看
護
婦
会
の
取
締
に
関
す
る
法
規
の
設
定
を
欠
き
之
を
経
営
す
る
に
何
等
の
成
規
何
等
の
制
限
な
き
の
結
果
に
帰
因
す
故

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
箔
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
吾
人
は
時
局
の
趨
勢
と
現
下
の
情
態
に
鑑
み
看
護
等
の
綱
紀
を
振
請
し
弊
害
を
匡
救
す
る
の
第
一
義
と
し
て
看
護
婦
会
取
締
規
則
の
制
定

、
、
、

を
仰
ぎ
同
時
に
看
護
会
同
業
組
合
を
設
立
し
て
東
京
府
管
下
の
看
護
婦
会
を
統
一
し
同
業
一
般
の
秩
序
を
維
持
し
各
自
の
利
権
信
用
を
保
障

す
る
の
急
務
な
る
を
信
じ
乃
ち
髪
に
看
護
婦
会
取
締
規
則
の
設
定
を
出
願
す
る
に
至
り
た
る
も
の
と
す
」
（
傍
点
は
筆
者
）

こ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
以
前
の
府
県
看
護
婦
規
則
は
派
出
看
護
婦
会
に
対
し
認
可
制
を
と
っ
て
い
た
た
め
、
弊
害
が
生
じ
て
お
り
、
そ
れ
に

対
し
て
取
り
締
ま
っ
て
ほ
し
い
派
出
看
護
婦
会
内
部
か
ら
取
締
規
則
を
早
急
に
制
定
す
る
こ
と
を
強
く
要
望
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
大

正
三
年
一
月
の
京
都
看
護
婦
組
合
総
会
で
全
国
一
律
の
看
護
婦
規
則
制
定
を
建
議
す
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
。

三
、
府
県
看
護
婦
規
則
に
み
る
伝
染
病
看
護
婦
の
規
定

看
護
婦
規
則
の
な
か
で
伝
染
病
看
護
に
従
事
す
る
看
護
婦
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
県
が
新
潟
、
福
島
、
佐
賀
、
島
根
、
鳥
取
、
京
都
、

埼
玉
、
千
葉
の
八
府
県
あ
っ
た
。
新
潟
県
で
は
「
速
成
看
護
婦
養
成
所
二
於
テ
修
業
シ
タ
ル
者
ハ
特
二
免
許
証
ヲ
受
ヶ
市
町
村
立
伝
染
病
院

又
ハ
隔
離
病
舎
ノ
看
護
婦
タ
ル
コ
ト
ヲ
得
」
（
三
条
）
と
規
定
し
て
い
る
。
福
島
県
で
は
「
郡
市
二
於
テ
伝
染
病
看
護
ノ
目
的
ヲ
以
テ
養
成

シ
タ
ル
看
護
婦
ハ
当
分
ノ
内
本
則
第
二
条
ノ
免
許
ヲ
受
ケ
ス
其
ノ
郡
市
内
ノ
伝
染
病
院
又
ハ
隔
離
病
舎
内
二
限
り
業
務
二
従
事
ス
ル
コ
ト
ヲ

得
」
（
付
則
）
と
し
て
お
り
、
佐
賀
県
で
も
「
本
県
速
成
看
護
婦
養
成
規
則
二
拠
ル
課
程
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
ハ
当
分
ノ
内
第
二
条
ノ
免
許
ヲ
受
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看
護
業
務
と
伝
染
病
に
関
し
て
条
文
に
規
程
し
て
い
る
県
が
二
県
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
一
番
多
い
の
は
「
看
護
婦
ハ
同
時
二
伝
染
病

者
卜
他
ノ
病
者
ト
ヲ
看
護
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
し
て
い
る
も
の
で
九
県
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
静
岡
県
、
新
潟
県
、
宮
城
県
、
神
奈
川
県
、
岩

手
県
、
和
歌
山
県
、
熊
本
県
、
高
知
県
、
鹿
児
島
県
と
な
っ
て
い
る
。
宮
城
県
で
は
そ
の
ほ
か
に
、
「
患
者
二
接
ス
ル
ト
キ
ハ
清
潔
ナ
ル
白
色

ノ
被
服
及
帽
ヲ
着
用
シ
、
伝
染
病
患
者
看
護
中
ハ
勿
論
同
患
者
転
帰
後
ト
イ
エ
ド
モ
十
分
消
毒
ノ
後
ニ
ア
ラ
サ
レ
バ
病
毒
区
域
外
二
出
ツ
ヘ

ヵ
ラ
ス
」
（
二
条
）
、
「
伝
染
病
患
者
ノ
症
状
ハ
適
当
ノ
方
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
詳
細
記
録
シ
置
ク
ヘ
シ
」
（
一
二
条
）
、
「
伝
染
病
患
者
看
護
中
ハ
当

該
官
公
吏
又
ハ
医
師
ノ
指
示
二
従
上
親
切
丁
寧
ヲ
旨
ト
シ
看
護
ノ
困
難
疾
患
ノ
種
類
等
二
依
り
中
途
ミ
ダ
リ
ニ
辞
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
（
一
三

条
）
の
三
条
が
あ
る
。
伝
染
病
対
策
に
力
を
入
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
岡
山
県
で
は
「
看
護
中
ミ
ダ
リ
ニ
市
町
村
伝
染
病
院
隔
離
病
舎
又

ケ
ス
、
伝
染
病
院
又
ハ
隔
離
病
舎
内
二
限
り
業
務
二
従
事
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
（
二
六
条
）
と
し
て
い
る
。
島
根
県
で
は
「
市
町
村
一
一
於
テ
伝
染

病
院
又
ハ
隔
離
病
舎
二
勤
務
セ
シ
ム
ル
為
一
時
多
数
ノ
看
護
婦
ヲ
要
ス
ル
場
合
ハ
市
長
村
長
ノ
申
請
ニ
ョ
リ
期
日
ヲ
定
メ
看
護
補
助
員
ト
シ

テ
勤
務
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ァ
ル
ヘ
シ
」
（
付
則
）
と
定
め
て
い
る
。
烏
取
県
の
明
治
四
一
年
の
規
則
改
正
で
は
「
乙
種
看
護
婦
ノ
登
録
ヲ
受
ケ

タ
ル
者
ハ
伝
染
病
以
外
ノ
看
護
二
従
事
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
（
一
条
）
と
あ
る
。
京
都
府
で
は
同
規
則
を
「
伝
染
病
隔
離
病
舎
二
於
テ
使
用
ス

ル
看
護
婦
二
適
用
セ
ス
」
（
一
六
条
）
と
し
定
め
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
条
文
か
ら
、
伝
染
病
看
護
の
目
的
で
養
成
さ
れ
た
看
護
婦
は
あ
る
府
県
で
は
特
例
的
な
看
護
婦
と
み
な
し
、
看
護
婦
規
則
に
よ

る
看
護
婦
資
格
が
な
く
て
も
伝
染
病
院
で
業
務
が
で
き
る
こ
と
、
伝
染
病
の
た
め
一
時
的
に
多
数
の
看
護
婦
を
要
す
る
場
合
は
市
長
村
長
の

申
請
に
よ
り
免
状
を
有
せ
ず
と
も
看
護
補
助
員
と
し
て
勤
務
で
き
る
こ
と
、
看
護
婦
規
則
そ
の
も
の
を
伝
染
病
隔
離
病
舎
で
働
く
看
護
婦
に

は
適
用
し
な
い
と
し
て
い
る
府
県
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
一
方
で
、
埼
玉
県
や
千
葉
県
で
は
「
伝
染
病
隔
離
病
舎
ヲ
除
公
私
立
ノ
病

院
内
二
於
テ
使
用
ス
ル
看
護
婦
二
適
用
セ
ス
」
（
一
五
条
）
（
二
三
条
）
と
い
う
規
定
が
あ
り
、
看
護
婦
規
則
が
適
用
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
さ

ら
に
埼
玉
県
で
は
「
公
私
設
ノ
伝
染
病
院
又
ハ
隔
離
病
舎
伝
染
病
室
ニ
テ
ハ
其
規
程
二
従
フ
コ
ト
」
（
七
条
）
と
い
う
規
程
が
あ
り
、
府
県
に

ら
に
埼
玉
県
で
は
「
公
私
設
ノ
伝
沈

よ
っ
て
対
応
は
一
致
し
て
い
な
い
。
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伝
染
病
予
防
法
は
明
治
三
十
年
に
制
定
さ
れ
る
が
、
病
院
統
計
上
の
伝
染
病
院
は
明
治
四
三
年
か
ら
登
場
す
る
。
当
時
の
隔
離
病
舎
の
大

半
は
、
山
の
中
腹
か
河
川
の
堤
防
・
原
野
の
中
な
ど
の
ま
っ
た
く
の
人
家
と
隔
絶
し
た
位
置
に
設
け
ら
れ
、
医
務
室
や
看
護
人
の
食
堂
・
寝

（
加
）

室
も
な
く
、
看
護
人
や
家
族
は
時
に
は
粗
末
な
病
室
で
患
者
と
同
居
す
る
と
い
っ
た
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
。
避
病
院
で
の
医
療
は
専
任

医
師
が
お
ら
ず
往
診
に
依
存
す
る
体
制
で
あ
り
、
医
療
技
術
と
い
っ
て
も
決
め
手
と
な
る
も
の
は
な
く
、
最
終
的
に
は
よ
く
て
自
然
治
癒
に

ま
つ
と
い
う
状
況
だ
っ
た
の
で
病
人
の
予
後
・
運
命
を
決
し
た
の
は
看
護
い
か
ん
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
状
況
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
病

人
の
多
く
は
看
護
婦
か
ら
も
見
放
さ
れ
て
い
た
。
看
護
は
家
族
の
他
は
「
看
護
人
と
し
て
教
養
あ
る
者
は
な
く
、
唯
希
望
す
る
付
近
の
婦
人

（
別
）

を
雇
い
入
れ
る
の
で
、
其
の
補
充
も
容
易
で
な
い
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
多
く
の
地
域
で
無
資
格
の
素
人
を
伝
染
病
看
護
婦
と

し
て
認
め
た
の
で
あ
っ
た
。

に
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
配
）

山
口
県
、
福
岡
県
で
あ
る
。

看
護
婦
数
が
内
務
省
の
『
衛
生
局
年
報
」
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
明
治
四
三
年
か
ら
で
あ
る
。
年
報
の
医
薬
事
務
の
解
説
で

は
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
薬
品
営
業
者
、
産
婆
の
あ
と
に
第
六
項
「
療
属
」
と
し
て
看
護
婦
が
按
摩
師
、
鍼
灸
師
と
共
に
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。
年
報
に
よ
る
と
、
看
護
婦
員
数
は
「
病
院
在
勤
者
を
除
く
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
派
出
看
護
婦
会
に
所
属
す
る
派
出

看
護
婦
の
数
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
看
護
婦
数
は
明
治
四
三
年
末
で
二
五
七
四
人
で
あ
る
。
府
県
別
に
多
い
順
に
並
べ
る
と
東
京

ハ
患
家
ヲ
辞
去
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
コ
ト
」
（
三
一
条
）
、
と
い
う
規
定
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
伝
染
病
患
者
と
一
般
患
者
の
隔
離
を
徹
底
的

四
、
府
県
看
護
婦
規
則
の
布
告
と
看
護
婦
数
ゞ
養
成
所
数
の
増
加

看
護
婦
に
つ
い
て
の
最
初
の
全
国
的
な
統
計
は
、
明
治
三
四
年
七
月
に
内
務
省
が
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
当
時
の
全
国

の
看
護
婦
数
は
三
五
○
六
名
、
速
成
看
護
婦
は
五
九
四
三
名
で
速
成
看
護
婦
の
方
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
速
成
看
護
婦
が
多
い
の
は
新
潟
県
、
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職
業
婦
人
の
増
加
の
一
方
で
、
派
出
看
護
婦
会
な
ど
に
よ
る
看
護
婦
の
質
の
低
下
が
問
題
化
す
る
と
そ
の
対
策
が
よ
う
や
く
内
務
省
で
も

取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
正
三
年
一
月
の
京
都
看
護
婦
組
合
の
総
会
で
は
、
全
国
一
律
の
看
護
婦
規
則
制
定
を
建
議
す
る
決
議

が
行
わ
れ
た
。
大
正
三
年
二
月
頃
に
は
、
内
務
省
が
「
久
し
く
看
護
婦
規
則
の
立
案
中
」
で
あ
っ
た
も
の
が
、
よ
う
や
く
脱
稿
し
、
関
係

諸
部
局
へ
回
覧
さ
れ
た
。
こ
の
規
則
案
の
骨
子
は
、
看
護
婦
資
格
を
全
国
共
通
と
し
、
そ
の
教
育
並
に
試
験
程
度
を
統
一
す
る
と
い
う
も
の

（
班
）

で
あ
っ
た
。
す
で
に
各
府
県
が
独
自
に
看
護
婦
の
養
成
と
規
則
制
定
に
踏
み
切
っ
て
い
る
こ
と
、
派
出
業
務
な
ど
の
た
め
、
他
府
県
へ
の
看

護
婦
の
移
動
が
み
ら
れ
、
資
格
の
統
一
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
の
問
題
が
表
面
化
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ

ス
‐

○
府
二
○
○
九
、
神
奈
川
県
六
五
五
、
京
都
府
六
一
六
、
大
阪
府
五
八
八
、
兵
庫
県
五
一
○
、
静
岡
県
五
○
五
、
福
岡
県
四
四
六
、
長
野
県
四

一
五
、
群
馬
県
四
○
一
と
な
っ
て
い
る
。
少
な
い
順
に
あ
げ
る
と
奈
良
県
三
○
、
大
分
県
三
八
、
高
知
県
四
二
、
青
森
県
七
○
、
福
井
県
七

二
、
愛
媛
県
七
三
、
岐
阜
県
七
八
、
佐
賀
八
一
、
埼
玉
県
八
二
、
茨
城
県
八
八
、
北
海
道
九
一
、
栃
木
県
九
三
で
あ
る
。
な
お
富
山
県
、
宮

（
型
）

崎
県
、
沖
縄
県
の
三
県
は
○
で
あ
る
。

看
護
婦
数
が
明
治
三
四
年
か
ら
明
治
四
三
年
の
約
十
年
間
に
四
倍
余
り
に
増
加
し
た
こ
と
は
、
府
県
看
護
婦
規
則
の
施
行
に
よ
っ
て
看
護

（
別
）

婦
免
状
取
得
者
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
全
国
の
看
護
婦
養
成
所
数
の
調
査
か
ら
は
、
大
正
四
年
以
前
の
養
成
所
数
約
三
六

○
カ
所
の
う
ち
、
約
三
百
カ
所
は
明
治
三
十
年
代
以
降
に
で
き
た
も
の
で
、
府
県
看
護
婦
規
則
の
施
行
に
よ
っ
て
養
成
所
数
が
増
加
し
た
と

い
ェ
え
る
。

二
…一

第
三
章
内
務
省
令
看
護
婦
規
則
の
制
定

大
正
三
年
の
動
き

看
護
婦
規
則
の
制
定
に
至
る
過
程
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大
正
一
二
年
一
二
月
二
六
日
に
は
「
東
京
府
令
第
四
十
号
」
に
よ
っ
て
わ
が
国
で
最
初
に
府
県
で
制
定
さ
れ
た
「
東
京
府
看
護
婦
規
則
」
が

（
川
）

再
度
改
正
さ
れ
た
。
そ
の
改
正
点
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

一
、
第
二
条
中
「
二
十
年
」
以
上
と
あ
る
を
「
十
八
年
」
以
上
と
改
め
、
同
条
但
書
を
左
の
通
り
改
む

但
し
官
立
府
県
立
の
看
護
婦
養
成
所
又
は
東
京
市
療
病
院
、
同
駒
込
病
院
、
同
養
育
院
、
日
本
赤
十
字
社
の
各
看
護
婦
養
成
所
に
於

て
二
箇
年
以
上
修
業
し
卒
業
証
書
を
得
た
る
者
は
試
験
を
要
せ
ず
免
状
を
下
附
す

一
、
則
第
二
十
五
条
の
次
に
左
の
一
条
を
加
ふ

一
、
第
二
十
六
条
第
二
条
但
書
は
大
正
四
年
一
月
一
日
以
後
同
但
書
の
各
養
成
所
卒
業
者
に
之
を
適
用
す

但
し
官
立
府
県
立
の
看
護
婦
養
成
所
又
は
日
本
赤
十
字
社
の
各
看
護
婦
養
成
所
に
於
て
三
箇
年
以
上
修
業
し
大
正
三
年
十
二
月
三
十

一
日
迄
に
卒
業
し
た
る
者
に
対
し
て
は
審
査
の
上
適
当
と
認
む
る
者
に
限
り
免
状
を
下
附
す
る
こ
と
あ
る
く
し

一
定
の
水
準
以
上
の
看
護
教
育
を
実
施
し
て
い
た
官
公
立
、
日
本
赤
十
字
社
の
各
病
院
か
ら
養
成
看
護
婦
の
資
格
の
保
全
が
申
請
さ
れ
て

い
た
が
、
そ
れ
ら
の
要
望
が
認
め
ら
れ
優
遇
措
置
と
し
て
看
護
婦
試
験
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
す
で
に
免
許
取
得
に
養
成

コ
ー
ス
の
違
い
を
容
認
す
る
こ
と
が
始
ま
っ
て
い
る
。

東
京
府
が
年
齢
を
「
二
十
年
」
以
上
と
し
て
い
た
の
を
「
十
八
年
」
以
上
と
し
、
年
齢
引
き
下
げ
を
行
っ
た
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の

は
他
府
県
規
則
と
の
格
差
を
縮
小
し
、
府
下
の
看
護
婦
の
実
態
を
考
盧
し
た
こ
と
、
需
給
バ
ラ
ン
ス
を
維
持
す
る
た
め
な
ど
考
え
ら
れ
る
。

三
）
内
務
省
か
ら
中
央
衛
生
会
へ
の
諮
問

（
”
）

大
正
四
年
三
月
一
○
日
発
行
の
日
本
赤
十
字
社
の
機
関
誌
「
博
愛
』
一
二
三
五
号
に
「
看
護
婦
規
則
制
定
に
就
い
て
」
と
い
う
記
事
が
載
る
。

そ
れ
に
は
三
九
庵
隠
士
の
名
前
で
、
看
護
婦
規
則
も
社
会
の
要
求
で
早
晩
政
府
で
制
定
さ
れ
る
期
待
が
あ
る
。
政
府
は
す
で
に
産
婆
規
則
、

按
摩
術
営
業
取
締
規
則
、
鍼
術
灸
術
営
業
取
締
規
則
等
の
制
定
発
布
を
し
て
い
る
の
で
形
式
に
お
い
て
は
相
似
て
い
る
も
の
だ
ろ
う
か
、
と
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二
、
内
務
省
令
看
護
婦
規
則
の
制
定

内
務
省
は
看
護
婦
規
則
を
大
正
四
年
六
月
三
○
日
（
内
務
省
令
第
九
号
）
（
資
料
２
）
に
制
定
し
た
。
そ
の
制
定
の
理
由
に
つ
い
て
、
「
医
制

百
年
史
」
に
よ
る
と
、
日
露
戦
争
と
大
正
三
年
に
勃
発
し
た
第
一
次
世
界
大
戦
な
ど
に
お
け
る
看
護
活
動
な
ど
に
よ
り
看
護
婦
に
対
す
る
社

会
的
評
価
が
高
ま
っ
た
こ
と
、
ま
た
看
護
婦
数
も
増
加
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
こ
れ
を
全
国
的
に
規
制
す
る
必
要
が
起
こ
っ
た
、
と
記
載
さ
れ

（
鋤
）

て
い
る
。
菅
谷
章
は
「
日
本
医
療
制
度
史
」
の
な
か
で
、
看
護
婦
養
成
所
の
増
加
に
と
も
な
い
、
派
出
看
護
婦
を
志
望
す
る
も
の
が
急
速
に

ふ
え
だ
し
、
な
ん
ら
看
護
の
教
育
を
う
け
て
い
な
い
も
の
ま
で
が
看
護
の
仕
事
に
従
事
す
る
も
の
も
で
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
政
府

も
遅
蒔
き
な
が
ら
看
護
に
従
事
す
る
女
性
に
対
し
、
教
育
・
資
格
・
業
務
等
の
面
に
つ
い
て
、
全
国
的
に
規
制
す
る
必
要
を
認
め
る
よ
う
に

述
べ
、
つ
い
で
、
当
事
者
へ
の
参
考
意
見
と
し
て
、
一
、
産
婆
名
簿
管
理
は
地
方
長
官
、
移
動
の
と
き
は
改
め
て
そ
の
地
方
の
名
簿
に
登
録

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
看
護
婦
は
帝
国
領
土
内
に
は
共
通
に
す
る
二
、
産
婆
は
三
年
業
を
営
ま
な
い
場
合
は
免
許
取
消
と
な
る
が
、

看
護
婦
に
は
そ
の
制
限
の
必
要
は
な
い
三
、
産
婆
試
験
の
受
験
に
は
一
年
以
上
の
修
業
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
看
護
婦
も
一
年
以
上
が

必
要
で
あ
る
四
、
産
婆
規
則
に
は
な
い
試
験
科
目
を
看
護
婦
規
則
中
に
制
定
す
る
、
五
、
医
師
法
に
お
い
て
医
師
会
を
認
め
る
の
と
同
様

に
派
出
看
護
婦
会
を
公
認
し
て
指
導
監
督
す
る
、
の
五
つ
を
あ
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
看
護
婦
問
題
は
一
つ
に
は
治
療
上
の
影
響
、
二
つ
に
は

女
子
職
業
問
題
、
三
つ
に
は
風
紀
問
題
に
も
接
触
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
社
会
の
問
題
と
し
て
軽
々
し
く
看
過
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
こ
と

が
意
見
を
述
べ
た
理
由
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

大
正
四
年
三
月
二
八
日
の
中
央
衛
生
会
の
委
員
会
で
看
護
婦
規
則
の
原
案
が
採
択
さ
れ
る
と
翌
月
の
「
博
愛
」
三
三
六
号
に
こ
の
全
文
を

（
犯
）

掲
載
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
動
向
は
一
般
の
新
聞
に
も
報
道
さ
れ
て
い
る
が
、
四
月
二
四
日
の
読
売
新
聞
は
「
改
正
さ
れ
た
看
護
婦
規
則
」

と
い
う
見
出
し
を
つ
け
内
容
を
詳
報
し
て
い
る
。
し
か
し
、
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
四
月
中
に
公
布
さ
れ
な
か
っ
た
。
約
三
カ
月
を
経
過
し

て
、
六
月
三
○
日
に
な
り
「
内
務
省
令
第
九
号
看
護
婦
規
則
」
（
実
施
は
一
○
月
二
日
）
が
公
布
さ
れ
た
。
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〔
恥
正
■
令
六
・
三
祖
｝

考
覆
婦
規
則

纂
一
条
本
令
一
一
鈴
テ
念
唖
婦
ト
称
ス
ル
ハ
公
衆
ノ
蒋
一
一
応
シ
傷
演
者
又
ハ
拝
婦
荘
擾

ノ
業
務
ヲ
為
ス
女
子
ヲ
飼
う

第
二
条
分
硬
婦
タ
ラ
ム
ト
ス
ル
者
ハ
十
八
年
以
上
ニ
シ
テ
左
ノ
膏
格
ヲ
有
シ
地
方
＆

宮
（
東
京
府
】
一
鈴
テ
ハ
雫
視
建
笈
以
下
之
二
倣
う
）
ノ
免
許
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

ー
寸
頂
蹄
試
険
二
合
格
シ
タ
ル
者

二
塘
方
＆
宮
ノ
指
定
シ
タ
ル
学
校
又
ハ
講
習
所
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者

地
方
伎
官
兄
杵
ヲ
与
プ
ル
ト
キ
ハ
サ
擾
婦
免
状
ヲ
下
付
ス

第
三
条
箱
神
病
者
、
伝
染
性
ノ
疾
息
ア
ル
者
又
ハ
余
行
不
良
卜
混
ム
ル
者
ニ
ハ
免
杵

ヲ
与
ヘ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
四
条
寸
鰻
録
試
験
ハ
埴
方
伎
官
之
ヲ
施
行
ス

拭
験
科
目
ハ
左
ノ
知
シ

一
人
体
ノ
構
造
及
主
要
雰
官
ノ
機
能

二
令
岨
方
法

三
衛
生
及
伝
禁
病
大
越

四
消
冬
方
法

五
包
帯
術
及
治
援
暮
楓
取
扱
法
大
越

六
救
鬼
処
匠

纂
五
条
一
年
以
上
寸
履
ノ
学
術
ヲ
修
業
シ
タ
ル
者
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
守
護
婦
拭
険
ヲ
従

ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
六
条
念
鰻
婦
ハ
主
治
医
師
ノ
括
示
ア
リ
タ
ル
滑
合
ノ
外
被
曾
護
者
二
対
シ
治
療
雰

櫨
ヲ
使
用
シ
又
ハ
薬
品
ヲ
投
与
シ
着
ハ
之
力
柑
示
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
但
建
時
裁
怠

ノ
手
当
ハ
此
ノ
限
二
塵
ラ
ス

第
七
条
寸
嘆
婦
其
ノ
住
所
ワ
他
ノ
近
府
県
二
移
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
十
日
内
二
免
状
ノ
写

ヲ
添
へ
後
ノ
住
所
地
ノ
地
方
＆
官
二
届
出
ツ
ヘ
シ

前
項
ノ
端
含
二
藷
テ
後
ノ
住
所
漣
ノ
地
方
＆
宮
ハ
其
ノ
旨
ヲ
前
ノ
住
所
地
ノ
地
方
＆

官
二
浄
付
ス
ヘ
シ

纂
八
条
寸
唾
婦
兄
状
ヲ
蚊
損
亡
失
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
事
由
ヲ
記
シ
二
十
日
内
二
住

所
地
ノ
地
方
＆
官
二
再
下
付
ヲ
願
出
ツ
ヘ
シ
但
戴
損
ノ
場
合
一
天
蚊
損
シ
タ
ル
免
状

疾
霜
氏
名
二
愛
員
ヲ
生
シ
又
ハ
生
年
月
日
ノ
訂
正
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
亭
由
ヲ
妃

シ
二
十
日
内
一
一
免
状
ヲ
津
へ
地
方
使
官
二
害
換
ヲ
願
出
ツ
ヘ
シ

亡
失
シ
タ
ル
免
状
ヲ
発
見
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
直
二
之
ヲ
地
方
伎
官
二
提
出
ス
ヘ
シ

ヲ
溢
付
ス
ヘ
シ

第
九
条
希
唖
婦
廃
業
・
ソ
タ
ル
ト
キ
ハ
ニ
十
日
内
二
免
状
ヲ
住
所
地
ノ
地
方
侠
官
二
退

納
ス
ヘ
シ

サ
竣
婦
三
年
以
上
其
ノ
業
務
ヲ
営
マ
サ
ル
ト
キ
ハ
廃
素
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
サ
徴
ス

サ
窺
婦
死
亡
シ
又
ハ
失
昧
ノ
宜
告
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
戸
編
法
二
依
ル
届
出
＆
務
者

ヨ
リ
ニ
十
日
内
二
免
状
ヲ
退
縮
ス
ヘ
シ

第
一
項
及
第
三
項
ノ
増
含
二
鈴
テ
兄
状
ヲ
返
鏑
ス
ル
コ
ト
龍
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
亭

由
ヲ
届
出
ツ
ヘ
・
ン

第
十
条
寸
瞳
婦
第
三
条
一
一
核
当
シ
又
ハ
業
務
二
閲
シ
犯
罪
若
ハ
不
正
ノ
行
為
ア
リ
タ

ル
ト
キ
ハ
住
所
地
ノ
地
方
＆
宮
ハ
期
日
ヲ
定
メ
業
務
ヲ
停
止
シ
又
ハ
兄
許
ヲ
取
消
シ

免
状
ヲ
退
納
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

本
条
ノ
取
消
処
分
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
卜
難
モ
疾
病
治
癒
シ
又
ハ
改
俊
ノ
情
顕
著
ナ
ル
ト

キ
ハ
再
免
許
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

漂
十
一
条
免
杵
ヲ
受
ケ
ス
シ
テ
念
護
ノ
業
務
ヲ
為
シ
着
ハ
停
止
中
共
ノ
業
務
ヲ
為
シ

タ
ル
考
又
ハ
第
六
条
ノ
規
定
二
違
汗
シ
タ
ル
者
ハ
五
十
円
以
下
ノ
罰
金
二
処
ス

藻
十
二
条
第
七
条
第
一
項
第
八
条
又
ハ
第
九
条
ノ
規
定
二
連
ザ
シ
タ
ル
者
ハ
科
料
｛
一

処
ス

附
則

本
令
ハ
大
正
四
年
十
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

本
令
施
行
前
地
方
技
官
二
鈴
テ
与
ヘ
タ
ル
免
状
、
兄
許
状
、
兄
杵
柾
ハ
本
令
二
侭
リ

下
付
シ
タ
ル
サ
履
婦
免
状
卜
寸
倣
ス

本
令
施
行
ノ
際
現
二
地
方
庁
ノ
サ
規
蹄
名
揮
二
丑
錬
ヲ
受
ケ
居
ル
者
ハ
本
令
二
侭
リ

免
許
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
卜
分
散
シ
サ
喧
婦
兄
状
ヲ
下
付
ス

本
令
発
布
ノ
際
現
二
分
鰻
ノ
業
務
ヲ
為
ス
者
ニ
シ
テ
本
令
施
行
後
三
月
内
二
願
出
ツ

ル
ト
キ
ハ
地
方
＆
宮
ハ
屈
墨
ヲ
審
衰
シ
試
験
ヲ
要
セ
ス
免
許
ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
兄
杵
ハ
本
令
第
二
条
二
侭
ル
免
杵
卜
同
一
ノ
効
カ
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

地
方
＆
宮
ハ
第
二
条
ノ
資
格
ヲ
有
セ
サ
ル
者
二
対
シ
当
分
ノ
内
其
ノ
履
歴
ヲ
容
交
シ

寸
鰻
ノ
案
務
ヲ
免
杵
シ
勉
寺
媛
婦
兄
状
ヲ
下
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

准
分
鰻
婦
及
男
子
ダ
ル
守
護
人
二
対
シ
テ
ハ
本
令
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

資料2
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看
護
婦
の
定
義
は
「
公
衆
ノ
需
二
応
ジ
、
傷
病
者
又
は
褥
婦
看
護
ノ
業
務
ヲ
為
ス
女
子
ヲ
謂
フ
」
と
規
定
さ
れ
た
（
第
一
条
）
。
こ
の
意
味

は
、
第
一
に
傷
病
者
又
は
褥
婦
の
看
護
を
為
す
こ
と
、
第
二
に
公
衆
の
需
に
応
ず
る
こ
と
、
第
三
に
こ
れ
を
業
務
と
な
す
こ
と
、
第
四
に
女

子
で
あ
る
こ
と
、
の
四
つ
の
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
。

看
護
婦
の
資
格
取
得
に
「
普
通
の
方
法
」
と
「
特
別
の
方
法
」
の
二
つ
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
う
ち
の
普
通
の
方
法
は
（
第
二
条
）
、
一
八

歳
以
上
の
女
子
で
左
の
一
に
該
当
し
、
地
方
長
官
の
免
許
を
受
け
て
之
を
取
得
す
る
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
に
は
さ
ら
に
二
つ
の
方
法
が
あ

（
卯
）

な
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
、
と
し
て
い
る
。

亀
山
は
『
近
代
日
本
看
護
史
」
の
な
か
で
、
す
で
に
各
府
県
が
独
自
に
看
護
婦
の
養
成
と
規
則
制
定
に
踏
み
き
っ
て
い
る
こ
と
、
派
出
業

務
な
ど
の
た
め
、
他
府
県
へ
の
看
護
婦
の
移
動
が
み
ら
れ
、
資
格
の
統
一
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
の
問
題
が
表

（
別
）

面
化
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
、
と
し
て
い
る
。
「
派
出
看
護
婦
の
歴
史
』
で
は
、
第
一
次
大
戦
の
勃
発
に
よ
り
は
な
ば
な
し
く
日
赤
の
救
護

看
護
婦
の
活
動
が
報
道
さ
れ
、
ま
た
各
地
の
病
院
で
も
既
に
看
護
婦
の
養
成
を
実
施
し
て
お
り
、
志
願
者
も
増
す
に
し
た
が
っ
て
、
全
国
的

（
犯
）

に
統
一
し
た
規
則
の
発
令
が
必
要
と
な
っ
て
い
っ
た
、
と
し
て
い
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
第
一
に
、
日
露
戦
争
や
第
一
次
世

界
大
戦
に
お
け
る
活
動
な
ど
か
ら
看
護
婦
に
対
す
る
社
会
的
評
価
が
高
ま
っ
た
こ
と
、
第
二
に
伝
染
病
の
流
行
や
病
医
院
の
増
加
か
ら
、
看

護
婦
の
需
要
が
高
ま
り
看
護
婦
数
が
増
加
し
た
こ
と
（
今
日
で
は
患
者
数
に
対
し
て
定
め
ら
れ
る
看
護
婦
数
は
、
当
時
は
医
師
の
数
に
対
し
て
決
め

ら
れ
て
い
た
）
、
第
三
に
派
出
看
護
婦
会
の
社
会
問
題
化
、
第
四
に
明
治
三
二
年
に
産
婆
規
則
、
明
治
三
九
年
に
医
師
法
が
制
定
さ
れ
、
医
療

従
事
者
の
法
律
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ま
で
の
府
県
免
許
で
は
他
府
県
に
移
動
し
た
と
き
に

（
郷
）

不
便
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
あ
げ
る
。

は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

（
｜
）
看
護
婦
規
則
の
内
容

看
護
婦
規
則
の
意
義
に
つ
い
て
解
説
し
た
大
正
四
年
の
小
池
金
之
助
「
看
護
婦
」
に
よ
れ
ば
、
看
護
婦
規
則
全
一
二
条
付
則
六
項
の
内
容
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る
。
（
一
）
看
護
婦
試
験
に
合
格
し
た
る
者
、
（
二
）
地
方
長
官
の
指
定
し
た
学
校
又
は
講
習
所
を
卒
業
し
た
者
。
こ
の
う
ち
の
看
護
婦
試
験

は
科
目
は
六
科
目
（
第
四
条
）
で
受
験
に
は
一
年
以
上
の
看
護
の
学
術
の
修
業
と
い
う
条
件
が
つ
け
ら
れ
た
（
第
五
条
）
。

「
特
別
の
方
法
」
は
看
護
婦
規
則
の
付
則
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
、
「
従
来
開
業
」
と
「
准
看
護
婦
」
の
二
つ
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
従
来

開
業
と
は
、
既
得
権
を
認
め
ら
れ
た
も
の
で
次
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。

（
イ
）
看
護
婦
規
則
の
施
行
前
（
大
正
四
年
十
月
一
日
以
前
）
に
地
方
長
官
に
於
い
て
与
え
た
る
、
看
護
婦
免
状
、
看
護
婦
免
許
状
、
看
護
婦

免
許
証
は
こ
の
規
則
に
よ
り
、
下
付
せ
ら
れ
た
る
看
護
婦
免
状
と
み
な
す
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
所
持
せ
る
も
の
は
看
護
婦
な
り
。

（
ロ
）
こ
の
看
護
婦
規
則
施
行
の
際
、
現
に
地
方
庁
の
看
護
婦
名
簿
に
登
録
を
受
け
て
い
る
も
の
は
、
こ
の
規
則
に
よ
り
免
許
を
受
け
た
る

も
の
と
み
な
し
看
護
婦
免
状
を
下
付
す
る
。

（
ハ
）
こ
の
看
護
婦
規
則
施
行
の
際
、
現
に
看
護
の
業
務
を
為
す
者
に
し
て
、
規
則
施
行
後
、
三
カ
月
内
に
願
出
す
る
と
き
は
、
地
方
長
官

は
履
歴
を
審
査
し
、
試
験
を
要
せ
ず
免
許
を
与
え
る
。

こ
の
付
則
の
規
定
に
よ
り
、
看
護
婦
が
存
在
し
な
が
ら
看
護
婦
規
則
が
作
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
県
、
例
え
ば
長
崎
県
、
奈
良
県
、
滋
賀
県
、

長
野
県
、
福
井
県
、
富
山
県
、
宮
崎
県
、
沖
縄
県
、
北
海
道
な
ど
で
は
、
地
方
長
官
に
履
歴
書
証
明
等
を
出
願
し
審
査
の
結
果
、
適
当
と
認

め
た
者
に
無
試
験
で
看
護
婦
免
許
状
を
下
付
し
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
「
准
看
護
婦
」
と
は
、
履
歴
審
査
の
み
で
与
え
ら
れ
る
資
格
で
、
小
池
は
こ
れ
は
医
師
の
限
地
開
業
、
獣
医
の
仮
免
許
、
産
婆
の
限

地
免
許
と
同
じ
く
、
看
護
婦
は
必
要
な
る
も
の
だ
け
れ
ど
、
山
間
僻
陳
の
地
等
に
あ
り
て
、
資
格
を
有
す
る
看
護
婦
を
得
が
た
き
こ
と
が
あ

る
の
で
省
令
は
こ
の
特
例
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
、
と
解
説
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
准
看
護
婦
の
資
格
は
大
正
四
年
以
前
に
発
令
さ
れ
た

府
県
看
護
婦
規
則
の
な
か
に
は
「
履
歴
審
査
の
み
」
で
資
格
を
与
え
る
と
本
則
に
規
定
し
て
い
る
も
の
が
六
県
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら

の
条
文
を
斜
酌
し
た
結
果
と
も
考
え
ら
れ
る
。

看
護
婦
の
欠
格
事
由
と
し
て
第
三
条
に
（
一
）
精
神
病
者
、
（
二
）
伝
染
性
疾
患
の
あ
る
者
、
（
三
）
素
行
不
良
と
認
め
る
者
、
が
あ
げ
ら



783 日本医史学雑誌第47巻第4号(2001)

看
護
婦
の
官
庁
に
届
出
の
義
務
は
、
住
所
を
他
府
県
へ
移
し
た
と
き
（
第
七
条
）
、
免
状
を
段
損
し
た
と
き
（
第
八
条
）
、
族
籍
氏
名
の
変
更

（
第
八
条
）
、
亡
失
し
た
免
許
を
発
見
し
た
と
き
（
第
八
条
）
、
看
護
婦
を
廃
業
し
た
と
き
（
第
九
条
）
、
看
護
婦
が
死
亡
し
た
り
、
失
畭
し
た
と
き

（
第
九
条
）
、
こ
れ
ら
の
手
続
き
を
怠
っ
た
と
き
は
科
料
（
二
○
円
）
以
内
に
処
せ
ら
れ
る
（
第
一
二
条
）
、
と
規
定
さ
れ
た
。
そ
の
他
の
規
定
と

し
て
、
看
護
婦
の
免
許
な
し
で
看
護
婦
の
業
を
な
し
た
と
き
は
五
○
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
（
第
二
条
）
と
さ
れ
た
。

（
Ｍ
）

大
正
四
年
七
月
一
○
日
の
『
博
愛
』
第
三
三
九
号
に
「
看
護
婦
規
則
発
布
」
の
記
事
の
中
で
内
務
大
臣
の
諮
問
に
よ
る
看
護
婦
養
成
所
の

指
定
基
準
に
つ
い
て
中
央
衛
生
会
か
ら
の
答
申
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
記
す
。

一
、
従
来
赤
十
字
病
院
大
学
病
院
慈
恵
医
院
に
於
て
相
当
の
教
育
を
受
け
た
る
も
の
又
は
認
可
の
看
護
婦
養
成
所
に
於
て
学
術
実
施
を
修

養
せ
る
も
の
は
之
を
正
規
の
看
護
婦
と
認
定
す
可
し

一
、
其
他
看
護
課
程
履
修
の
履
歴
あ
る
も
の
は
地
方
長
官
に
て
詮
衡
の
上
之
を
准
看
護
婦
と
し
て
認
定
す
可
し

一
、
今
後
に
於
け
る
看
護
婦
養
成
の
方
針
は
各
官
公
私
病
院
其
他
適
当
の
箇
所
を
選
び
之
を
指
定
し
て
養
成
せ
し
む
可
し

こ
の
う
ち
前
二
つ
の
条
項
は
既
に
看
護
婦
規
則
に
反
映
さ
れ
て
お
り
、
後
者
の
答
申
は
八
月
二
八
日
制
定
の
内
務
省
訓
令
第
四
六
二
号
「
私

定
め
ら
れ
た
。

れ
た
。
看
護
婦
の
業
務
制
限
と
し
て
第
六
条
に
、
看
護
婦
は
主
治
医
の
指
示
が
あ
っ
た
場
合
以
外
は
患
者
に
対
し
、
涜
腸
を
し
た
り
、
注
射

を
使
用
す
る
よ
う
に
治
療
機
械
を
使
用
し
て
は
い
け
な
い
。
ま
た
薬
品
を
与
え
た
り
、
薬
品
の
指
示
を
し
て
は
い
け
な
い
。
但
し
臨
時
救
急

の
手
当
は
よ
い
、
と
さ
れ
た
。
看
護
婦
の
禁
止
停
止
と
し
て
は
、
看
護
婦
が
（
一
）
精
神
病
者
と
な
り
、
ま
た
は
伝
染
性
疾
患
に
か
か
っ
た

と
き
、
（
二
）
素
行
不
良
と
認
め
ら
れ
た
と
き
、
（
三
）
業
務
上
の
犯
罪
が
あ
る
と
き
、
（
四
）
不
正
の
行
為
あ
る
と
き
は
、
地
方
長
官
は
期
日

を
定
め
て
、
そ
の
業
務
を
停
止
し
又
は
免
許
を
取
消
、
免
状
を
返
納
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
さ
れ
た
。
ま
た
こ
の
取
消
処
分
を
受
け
た

者
で
も
そ
の
原
因
で
あ
る
疾
病
が
治
癒
し
ま
た
改
俊
の
情
顕
著
で
あ
る
と
き
は
再
び
免
許
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
十
条
）
こ
と
、
こ
の

業
務
禁
止
処
分
を
受
け
た
る
者
、
ま
た
は
停
止
中
の
者
が
、
看
護
の
業
務
を
し
た
と
き
は
五
○
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
（
第
二
条
）
こ
と
が
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（
坊
）

立
看
護
婦
学
校
看
護
婦
講
習
所
指
定
標
準
ノ
件
」
の
母
胎
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
看
護
婦
規
則
と
看
護
婦
の
資
格
要
件

看
護
婦
規
則
で
は
看
護
婦
の
定
義
と
と
も
に
看
護
婦
に
な
る
道
と
し
て
看
護
婦
試
験
と
指
定
看
護
婦
学
校
卒
業
の
二
つ
の
コ
ー
ス
を
定
め

た
。
こ
の
う
ち
、
看
護
婦
試
験
に
関
し
て
は
内
務
省
令
看
護
婦
規
則
布
告
に
伴
い
各
府
県
で
出
さ
れ
た
「
看
護
婦
規
則
施
行
細
則
」
や
県
に

よ
っ
て
は
「
看
護
婦
試
験
規
程
」
、
「
看
護
婦
試
験
受
験
人
心
得
」
に
よ
っ
て
詳
細
が
定
め
ら
れ
た
。

看
護
婦
試
験
の
受
験
資
格
に
は
学
歴
は
関
係
が
な
か
っ
た
。
大
正
期
の
職
業
婦
人
の
学
歴
は
最
低
で
も
高
等
小
学
校
卒
、
高
等
女
学
校
卒

で
あ
っ
た
の
に
比
べ
、
看
護
婦
の
場
合
は
小
学
校
卒
で
一
年
医
師
の
も
と
で
修
業
し
た
と
い
う
証
明
が
あ
れ
ば
、
看
護
婦
試
験
を
受
験
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
看
護
婦
規
則
で
看
護
婦
試
験
を
受
験
す
る
た
め
の
条
件
と
さ
れ
た
「
一
年
以
上
看
護
の
学
術
を
修
業
し
た
者
」
と
い
う
の

は
、
学
校
で
一
年
以
上
看
護
学
を
修
業
し
た
者
で
も
よ
い
し
、
医
師
に
つ
い
て
一
年
以
上
看
護
学
を
修
業
し
た
者
で
も
よ
い
し
、
学
校
で

数
ヵ
月
、
医
師
に
つ
い
て
数
ヵ
月
合
わ
せ
て
一
年
に
な
れ
ば
よ
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
の
条
件
に
あ
う
よ
う
な
短
期
の
養

（
妬
）

成
所
が
看
護
婦
試
験
受
験
者
用
に
作
ら
れ
た
。
ま
た
看
護
婦
試
験
受
験
者
の
た
め
に
、
受
験
参
考
書
や
受
験
案
内
書
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

内
務
省
令
看
護
婦
規
則
の
付
属
法
令
で
指
定
看
護
婦
学
校
に
関
す
る
規
定
と
し
て
大
正
四
年
八
月
二
八
日
内
務
省
訓
令
第
四
六
二
号
「
私

立
看
護
婦
学
校
看
護
婦
講
習
所
指
定
標
準
ノ
件
」
が
定
め
ら
れ
た
。
公
立
の
機
関
に
よ
る
看
護
婦
養
成
所
は
、
大
正
四
年
九
月
一
日
内
務
省

発
衛
第
一
三
二
号
衛
生
局
長
通
牒
「
看
護
婦
規
則
並
私
立
看
護
婦
学
校
看
護
婦
講
習
所
指
定
標
準
」
に
よ
り
、
訓
令
第
四
六
二
号
は
「
官
立

又
ハ
公
立
ノ
学
校
又
ハ
講
習
所
ノ
指
定
二
準
用
ス
ル
コ
ト
」
と
さ
れ
た
。
こ
の
訓
令
に
お
い
て
看
護
婦
学
校
と
看
護
婦
講
習
所
の
二
つ
が
あ

る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
看
護
婦
講
習
所
の
方
は
現
に
就
業
し
て
い
る
看
護
婦
の
現
任
教
育
的
な
要
素
が
含
ま
れ
る
よ
う
で
あ

（
師
）る

。
訓
令
で
は
知
事
が
指
定
す
る
指
定
看
護
婦
学
校
の
入
学
資
格
と
し
て
高
等
小
学
校
卒
業
以
上
の
学
歴
が
定
め
ら
れ
、
教
授
す
る
科
目
六

教
科
と
教
師
は
医
師
で
あ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
こ
に
医
師
が
看
護
教
育
に
あ
た
る
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
た
。
こ
れ
は
第
二
次
大
戦
後

（
犯
）

看
護
教
育
が
改
革
さ
れ
る
ま
で
続
き
、
看
護
教
育
用
の
教
科
書
は
ほ
と
ん
ど
医
師
が
書
い
て
い
る
。
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内
務
省
令
看
護
婦
規
則
公
布
の
原
因
と
も
な
っ
た
派
出
看
護
婦
会
の
取
締
り
に
関
し
て
は
、
規
則
発
令
後
に
出
さ
れ
た
府
県
ご
と
の
「
看

（
蛇
）

護
婦
規
則
施
行
細
則
」
で
取
締
り
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
い
く
つ
か
は
「
産
婆
看
護
婦
受
験
案
内
」
に
載
る
。
そ
れ
ら
は
「
京

都
府
看
護
婦
規
則
施
行
細
則
」
（
大
正
四
年
九
・
二
九
府
令
五
八
）
「
大
阪
府
看
護
婦
規
則
施
行
細
則
」
（
大
正
四
年
九
・
二
七
府
令
六
七
）
、
な
ど

看
護
婦
規
則
の
発
令
で
新
た
に
で
き
た
准
看
護
婦
に
つ
い
て
、
発
令
後
二
日
た
っ
た
大
正
四
年
七
月
二
日
の
大
阪
毎
日
新
聞
に
次
の
よ
う

な
記
事
が
で
て
い
る
。
「
こ
の
規
則
が
施
行
さ
れ
た
暁
に
は
、
全
国
の
看
護
婦
に
種
々
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
大
阪
で
は
現
在
、
千

五
百
余
名
の
合
格
看
護
婦
が
あ
り
、
招
聰
料
金
は
ほ
ぼ
一
定
し
て
居
る
が
、
今
度
の
規
則
施
行
の
結
果
と
し
て
、
資
格
の
な
か
っ
た
も
の
も

准
看
護
婦
と
し
て
許
さ
れ
る
事
に
な
る
か
ら
、
こ
の
准
看
護
婦
が
コ
レ
か
ら
他
府
県
よ
り
大
阪
へ
続
々
と
出
か
け
て
く
る
こ
と
に
な
り
、
自

然
競
争
が
激
し
く
な
っ
て
、
資
格
の
あ
る
看
護
婦
に
ま
で
影
響
を
来
た
し
、
料
金
ま
で
も
安
く
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
」
と
い
う
内
容
で
あ

一
狐
）

ブ
つ
○

看
護
婦
規
則
で
は
看
護
婦
資
格
取
得
の
二
つ
の
方
法
と
看
護
婦
免
許
、
准
看
護
婦
免
許
と
い
う
二
つ
の
種
類
の
免
許
が
制
度
化
さ
れ
た
。

（
鋤
）
（
㈹
）

こ
の
准
看
護
婦
は
看
護
婦
規
則
で
初
め
て
制
定
さ
れ
た
新
し
い
資
格
で
あ
る
。
福
嶋
喜
市
は
著
書
「
看
護
婦
須
知
新
書
」
に
お
い
て
准
看
護

婦
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

「
之
レ
ハ
現
二
看
護
婦
ノ
業
務
ヲ
営
マ
ザ
ル
者
デ
ァ
ッ
テ
モ
営
業
シ
タ
イ
ト
云
う
者
ガ
ア
ル
ナ
ラ
バ
履
歴
書
等
ヲ
調
ベ
テ
多
少
経
験
モ
ア

リ
他
二
支
障
ノ
ナ
イ
者
デ
ァ
ッ
タ
ナ
ラ
バ
当
分
ノ
内
ハ
試
験
モ
セ
ズ
シ
テ
営
業
ヲ
免
許
ス
ル
ト
云
う
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
之
レ
ハ
全
ク
第
二

條
ノ
資
格
二
依
テ
免
状
ヲ
下
付
ス
ル
ノ
デ
ハ
ナ
ク
其
資
格
ヲ
持
ツ
テ
居
ル
者
卜
区
別
ス
ル
為
メ
ニ
准
卜
云
う
文
字
ヲ
附
シ
テ
准
看
護
婦
卜
云

名
称
ヲ
付
シ
テ
兎
二
角
営
業
ガ
出
来
ル
様
ニ
シ
タ
点
デ
ァ
リ
マ
ス
、
一
ト
ロ
ニ
申
サ
バ
看
護
助
手
ト
デ
モ
云
う
位
ヒ
ノ
処
デ
ア
ラ
フ
カ
実
際

看
護
婦
ノ
ナ
ィ
場
所
デ
ハ
却
々
必
要
ガ
ァ
ル
ノ
ハ
云
う
迄
モ
ナ
イ
、
又
是
ノ
准
看
護
婦
ハ
専
門
ノ
病
院
ナ
ゾ
デ
必
要
ガ
起
ル
事
モ
ア
ル
。
例

へ
（
各
地
ニ
在
ル
娼
妓
病
院
ノ
如
キ
全
ク
花
柳
病
以
外
二
患
者
ヲ
手
ニ
シ
ナ
イ
処
デ
ハ
即
チ
此
ノ
准
看
護
婦
デ
充
分
用
ガ
足
リ
ル
事
ト
思
ハ

レ
ル
次
第
デ
ア
リ
マ
ス
」
。
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一
、
看
護
婦
の
治
療
上
に
お
け
る
役
割

内
務
省
令
看
護
婦
規
則
に
は
、
そ
の
業
務
に
関
す
る
も
の
と
し
て
三
条
文
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
第
一
条
の
「
本
令
に
お
い
て
看
護
婦
と

称
す
る
は
公
衆
の
需
に
応
じ
傷
病
者
又
は
褥
婦
看
護
の
業
務
を
為
す
女
子
を
い
う
」
、
第
六
条
の
「
看
護
婦
は
主
治
医
師
の
指
示
あ
り
た
る
場

合
の
外
、
被
看
護
者
に
対
し
治
療
機
械
を
使
用
し
又
は
薬
品
を
授
与
し
若
は
之
は
指
示
を
為
す
こ
と
を
得
ず
。
但
臨
時
救
急
の
手
当
は
此
の

限
り
に
在
ら
ず
」
、
第
二
条
の
「
免
許
を
受
け
ず
し
て
看
護
の
業
務
を
為
し
若
は
停
止
中
其
業
務
を
為
し
た
る
者
は
五
○
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
免
許
を
受
け
ず
し
て
看
護
の
業
務
を
な
し
た
る
者
に
は
罰
則
を
設
け
る
な
ど
、
無
資
格
者
が
看

護
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
い
わ
ゆ
る
見
習
い
看
護
婦
と
し
て
、
資
格
試
験
の
受
験
資
格
を
得
る
た
め
に
看

護
業
務
見
習
い
中
の
無
資
格
者
に
よ
っ
て
そ
の
業
務
が
な
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

治
療
法
の
う
ち
注
射
療
法
は
明
治
四
○
年
前
後
か
ら
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
明
治
四
○
年
頃
に
注
射
器
の
量
産
が
三
共
合
資
会
社
等
で

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
急
速
に
全
国
に
普
及
し
た
。
ま
た
駆
梅
薬
で
注
射
薬
サ
ル
バ
ル
サ
ン
は
発
見
さ
れ
た
翌
年
の
明
治
四
四
年
に
日
本

（
卿
）

に
は
輸
入
さ
れ
、
開
業
医
の
と
こ
ろ
で
は
静
脈
注
射
を
行
え
る
看
護
婦
が
必
要
に
な
り
は
じ
め
た
。

（
“
）

大
正
二
年
一
二
月
一
八
日
の
大
審
院
の
医
師
法
違
犯
の
判
決
が
あ
る
。
こ
の
判
決
は
調
剤
生
に
よ
る
医
療
行
為
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が

そ
れ
に
よ
る
と
、
「
医
師
が
自
ら
治
療
行
為
を
為
す
に
あ
た
り
医
師
の
免
許
を
有
せ
ざ
る
者
を
使
役
し
、
そ
の
指
揮
監
督
の
も
と
に
治
療
行
為

を
補
助
せ
し
む
る
こ
と
あ
り
と
す
る
も
補
助
者
は
単
に
医
師
の
手
足
と
し
て
行
動
す
る
に
と
ど
ま
り
少
し
も
患
者
に
対
し
て
危
険
を
生
ず
る

お
そ
れ
あ
る
こ
と
な
く
、
医
師
の
意
志
に
よ
り
て
治
療
行
為
の
お
こ
な
わ
る
る
に
於
い
て
其
治
療
行
為
は
即
ち
医
師
の
治
療
行
為
に
し
て
、

医
師
の
治
療
行
為
以
外
に
無
免
許
医
業
の
行
為
あ
る
と
言
う
を
得
ず
」
と
あ
る
。
こ
の
判
決
は
医
療
行
為
を
行
っ
た
調
剤
生
に
対
す
る
も
の

の
よ
う
に
府
県
ご
と
の
施
行
細
則
と
し
て
布
告
さ
れ
た

第
四
章
看
護
婦
規
則
が
制
定
さ
れ
た
背
景
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明
治
三
十
年
代
の
日
露
戦
争
後
の
国
内
状
況
の
変
化
、
資
本
主
義
国
と
し
て
の
進
展
、
国
際
社
会
で
の
地
位
の
向
上
な
ど
が
社
会
的
変
化

に
刺
激
を
与
え
た
。
女
子
の
初
等
教
育
の
就
学
率
は
こ
の
時
期
に
急
上
昇
し
、
女
子
就
業
の
動
向
も
活
発
化
し
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
は
家
族

共
同
体
を
個
に
分
裂
さ
せ
る
可
能
性
を
含
ん
で
お
り
、
国
家
の
基
礎
と
し
た
「
家
」
崩
壊
の
危
機
を
感
じ
た
政
府
は
、
中
流
階
層
を
中
心
に

良
妻
賢
母
主
義
の
教
育
を
徹
底
を
は
か
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
明
治
後
期
の
社
会
状
況
の
中
で
、
女
子
の
職
業
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二
、
大
正
期
に
お
け
る
職
業
婦
人
の
台
頭

わ
が
国
で
は
明
治
維
新
期
か
ら
資
本
主
義
経
済
の
導
入
が
は
じ
ま
り
、
産
業
構
造
も
次
第
に
変
化
し
農
業
国
か
ら
工
業
国
へ
の
転
換
が
進

む
。
か
っ
て
の
封
建
的
身
分
制
も
否
定
さ
れ
、
雇
用
関
係
も
固
定
的
で
な
く
な
り
、
職
業
の
選
択
は
国
民
一
般
に
広
く
解
放
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
女
性
の
な
か
に
も
賃
労
働
者
と
し
て
働
く
人
々
が
生
ま
れ
て
き
た
。
そ
の
最
も
多
量
の
人
々
が
集
ま
っ
た
の
が
軽
工
業
で
あ
る
。
近

代
社
会
の
展
開
に
応
じ
て
多
少
勉
学
や
訓
練
や
選
別
を
必
要
と
す
る
新
し
い
職
業
分
野
が
生
ま
れ
て
き
た
。
教
員
、
看
護
婦
、
助
産
婦
、
医

師
、
電
信
電
話
の
交
換
手
・
速
記
者
な
ど
が
比
較
的
早
く
か
ら
み
ら
れ
る
職
業
で
あ
る
が
、
未
だ
職
業
人
と
し
て
の
確
認
を
得
て
い
る
わ
け

（
妬
）

で
は
な
い
よ
う
で
、
明
治
二
八
年
四
月
発
刊
の
小
冊
子
『
婦
人
と
職
業
』
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
職
業
は
「
裁
縫
、
編
み
物
、
養
蚕
、
美
術
、

造
花
、
縫
取
、
押
絵
、
慈
善
事
業
、
産
婆
、
文
学
、
教
育
、
事
務
家
」
と
な
っ
て
お
り
、
慈
善
事
業
（
看
護
な
ど
に
従
事
）
が
職
業
の
中
に
含

ま
れ
て
い
る
、

で
あ
る
が
、
調
剤
生
と
同
じ
く
医
師
の
近
く
で
医
療
行
為
に
近
い
業
務
を
行
う
看
護
婦
の
場
合
に
も
関
係
す
る
判
決
で
あ
ろ
う
。

府
県
看
護
婦
規
則
の
時
代
か
ら
看
護
婦
に
対
し
て
は
消
毒
法
、
包
帯
術
、
治
療
機
械
の
取
扱
い
な
ど
具
体
的
手
技
に
関
す
る
教
育
が
主
と

し
て
医
師
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
が
、
看
護
婦
規
則
が
制
定
さ
れ
て
も
、
看
護
婦
試
験
の
科
目
に
薬
理
学
が
入
ら
な
い
な
ど
看
護
婦
は
薬

物
学
上
の
知
識
を
そ
の
資
格
要
件
と
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
医
学
的
知
識
も
不
十
分
な
ま
ま
に
医
師
の
責
任
に
お
い
て
そ
の
手
足
と
し
て
診

（
幅
）

療
の
補
助
業
務
に
従
事
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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林
恕
哉
『
女
子
職
業
安

（
鞭
）

内
」
が
発
刊
さ
れ
た
。

大
正
期
に
入
る
と
、
女
子
労
働
者
が
日
本
資
本
主
義
の
重
要
な
担
い
手
で
あ
る
と
同
時
に
、
様
々
の
職
業
に
も
つ
く
よ
う
に
な
り
、
か
つ

欧
米
に
お
け
る
女
子
労
働
者
へ
の
研
究
的
関
心
の
高
さ
な
ど
の
影
響
に
よ
っ
て
、
女
子
の
職
業
案
内
や
職
業
調
査
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
く

る
。
女
子
労
働
の
実
態
は
、
農
商
務
省
商
工
局
の
報
告
『
職
工
事
情
」
（
明
治
三
六
）
に
よ
っ
て
知
ら
れ
、
よ
う
や
く
明
治
四
四
年
に
な
っ
て

工
場
法
が
公
布
さ
れ
た
も
の
の
、
実
施
に
必
要
な
措
置
が
と
ら
れ
な
い
な
ど
問
題
を
か
か
え
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。

第
一
次
世
界
大
戦
後
の
女
子
労
働
は
、
そ
れ
以
前
と
比
べ
、
問
題
は
あ
る
が
拡
大
し
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の

資
本
主
義
社
会
の
成
熟
が
女
性
の
社
会
進
出
を
促
し
た
こ
と
が
基
礎
に
あ
り
、
そ
の
う
え
に
職
業
を
求
め
よ
う
と
す
る
階
層
が
中
産
層
ま
で

（
相
）

広
が
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
大
正
三
年
の
第
一
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
は
、
佐
世
保
海
軍
病
院
で
は
同
盟
国
の
英
国
傷
病
兵

を
収
容
し
、
日
本
陸
軍
は
青
島
に
出
兵
し
、
日
赤
看
護
婦
も
召
集
さ
れ
、
遠
く
は
英
、
仏
、
シ
ベ
リ
ア
に
ま
で
従
軍
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
戦

（
朔
）

時
体
制
の
中
で
、
看
護
婦
の
身
分
、
社
会
的
地
位
を
保
証
す
る
と
い
う
理
由
で
内
務
省
は
看
護
婦
規
則
を
大
正
四
年
に
制
定
し
た
。

｜
、
府
県
看
護
婦
規
則
か
ら
看
護
婦
規
則
の
制
定
へ

大
正
四
年
以
前
に
施
行
さ
れ
て
い
た
二
九
府
県
の
看
護
婦
規
則
類
を
調
査
研
究
し
た
結
果
、
以
下
の
こ
と
が
判
明
し
た
。

内
務
省
令
看
護
婦
規
則
（
以
下
内
務
省
令
規
則
と
略
す
）
が
大
正
四
年
に
制
定
さ
れ
た
背
景
は
、
各
府
県
に
お
い
て
当
該
府
県
の
看
護
婦
の

み
を
対
象
に
し
て
、
免
状
を
交
付
し
て
い
た
が
、
看
護
婦
の
需
要
が
た
か
ま
り
、
府
県
を
越
え
て
看
護
婦
が
雇
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
他

府
県
の
看
護
婦
試
験
合
格
者
も
登
録
を
受
け
入
れ
る
府
県
が
多
く
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
府
県
に
共
通
し
た
免
許
を
要
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
こ
と
、
養
成
所
の
卒
業
生
を
無
試
験
で
看
護
婦
と
認
め
る
こ
と
が
府
県
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
こ
と
に
不
便
が
生
じ
て
い
た
た
め
に
、
全

結
論

「
女
子
職
業
案
内
」
、
福
良
虎
雄
編
「
女
子
の
職
業
」
な
ど
が
出
版
さ
れ
た
の
に
続
い
て
明
治
三
六
年
に
は
落
合
浪
雄
『
女
子
職
業
案
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二
、
看
護
婦
の
資
格
要
件
と
医
療
関
係
者
の
資
格
要
件
と
の
類
似
構
造

大
正
四
年
に
制
定
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
内
務
省
令
看
護
婦
規
則
に
お
い
て
、
看
護
婦
資
格
取
得
の
た
め
の
必
要
条
件
が
制
定
さ
れ
た
が
、
そ

こ
で
は
看
護
婦
試
験
合
格
と
地
方
長
官
指
定
の
学
校
ま
た
は
講
習
所
の
卒
業
の
二
通
り
の
コ
ー
ス
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
資
格
取
得

条
件
が
一
本
化
し
な
か
っ
た
の
は
、
明
治
七
年
に
制
定
さ
れ
た
医
制
に
定
め
た
医
師
の
資
格
認
定
に
お
い
て
医
術
開
業
試
験
制
度
と
従
来
開

業
医
を
認
め
る
こ
と
に
始
ま
り
、
次
い
で
医
術
開
業
試
験
（
国
家
試
験
）
と
学
校
卒
業
無
試
験
を
医
師
免
許
の
授
与
の
条
件
と
し
た
こ
と
に
あ

る
。
こ
れ
は
医
術
開
業
試
験
に
よ
る
資
格
取
得
を
原
則
と
し
な
が
ら
も
、
明
治
三
一
年
に
東
京
大
学
医
学
部
が
初
め
て
の
卒
業
生
を
医
学
士

と
し
て
世
に
送
っ
た
段
階
で
、
大
学
卒
業
生
に
無
試
験
で
開
業
免
状
を
授
与
す
る
と
い
う
特
例
を
設
け
た
こ
と
に
始
ま
っ
た
。
こ
の
例
外
規

定
は
、
そ
の
後
、
一
定
の
水
準
以
上
の
医
学
校
の
卒
業
生
に
ま
で
拡
大
さ
れ
、
医
師
開
業
試
験
合
格
者
と
医
学
校
卒
業
生
に
同
一
資
格
の
免

許
を
与
え
る
こ
と
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。
こ
の
方
法
が
そ
の
後
に
制
定
さ
れ
た
各
種
医
療
職
、
す
な
わ
ち
医
師
、
薬
剤
師
、
産
婆
、
按
摩
師
．

内
務
省
令
規
則
の
内
容
は
、
各
府
県
で
制
定
さ
れ
て
い
た
取
締
規
則
を
勘
案
し
た
上
で
、
医
療
と
公
衆
衛
生
の
向
上
に
携
わ
る
看
護
婦
の

資
格
を
明
確
に
し
、
質
的
向
上
を
図
る
な
ど
、
新
し
い
方
向
を
も
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
看
護
婦
の
定
義
は
「
公
衆
の
求
め
に
応
じ
、
傷

病
者
又
は
褥
婦
看
護
の
業
務
を
な
す
女
子
」
と
規
定
さ
れ
、
こ
の
規
則
に
お
い
て
年
齢
を
一
八
歳
以
上
に
統
一
し
、
看
護
教
育
の
期
間
内

（
卵
）

容
の
基
準
が
示
さ
れ
た
。
同
時
に
看
護
婦
の
資
格
と
欠
格
事
由
、
看
護
婦
業
務
内
容
の
制
限
が
明
確
に
な
っ
た
。

も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
結
国

果
た
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

国
的
な
統
一
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

内
務
省
令
規
則
は
二
九
府
県
の
看
護
婦
規
則
を
掛
酌
し
て
、
看
護
婦
の
定
義
、
年
齢
、
資
格
要
件
、
欠
格
事
由
、
業
務
制
限
、
業
務
停
止
、

届
出
義
務
な
ど
を
内
務
省
で
検
討
し
て
、
公
布
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
看
護
婦
を
専
門
職
と
し
て
国
家
的
に
認
め
、
規
制
す
る

も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
看
護
婦
規
則
が
な
か
っ
た
県
に
お
い
て
も
、
内
務
省
令
規
則
が
布
達
さ
れ
、
看
護
婦
の
資
格
の
全
国
統
一
が
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鍼
師
・
灸
師
の
資
格
規
則
に
踏
襲
さ
れ
、
大
正
四
年
に
制
定
さ
れ
た
看
護
婦
規
則
に
も
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

資
格
試
験
制
度
は
あ
る
専
門
職
の
職
能
集
団
を
形
成
す
る
の
に
き
わ
め
て
重
要
な
働
き
を
な
す
手
段
で
あ
る
が
、
日
本
の
場
合
、
医
師
の

資
格
試
験
制
度
は
江
戸
時
代
か
ら
の
医
療
体
制
の
改
革
と
医
師
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
強
力
な
国
家
統
制
の
下
で
導
入
さ
れ
、
近
代
的
な

医
師
と
い
う
専
門
職
の
確
立
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
し
か
し
帝
大
を
は
じ
め
と
す
る
学
校
卒
業
者
に
無
試
験
免
許
授
与
と
い
う
例
外

（
副
）
（
認
）

規
定
を
設
け
る
な
ど
、
国
家
試
験
と
し
て
の
性
格
が
不
十
分
で
あ
っ
た
。
資
格
試
験
制
度
と
正
統
的
な
西
洋
医
学
教
育
と
そ
の
階
層
化
と
い

う
混
沌
と
し
た
状
況
を
生
み
だ
し
た
の
は
、
「
医
学
の
近
代
化
」
に
伴
う
急
速
な
人
材
養
成
の
必
要
性
と
、
そ
れ
を
補
完
す
る
た
め
の
過
渡
的

（
鋪
）

な
速
成
教
育
に
あ
っ
た
。
こ
の
医
師
資
格
取
得
試
験
制
度
と
学
歴
主
義
の
並
列
は
医
師
の
内
部
に
階
層
的
な
格
差
を
生
じ
さ
せ
る
要
因
と
な

り
、
医
師
の
社
会
的
階
層
統
一
を
保
証
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
看
護
婦
規
則
制
定
の
と
き
に
容
認
さ
れ
た
こ

と
に
よ
り
、
看
護
婦
の
場
合
に
も
複
数
の
資
格
取
得
の
並
列
、
学
閥
、
資
格
に
よ
る
階
層
の
出
現
と
な
っ
て
、
現
代
の
看
護
職
の
複
雑
な
状

況
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
。

三
、
看
護
婦
規
則
制
定
の
意
義

内
務
省
令
看
護
婦
規
則
制
定
の
第
一
の
意
義
は
、
す
で
に
多
く
の
府
県
で
独
自
の
看
護
婦
規
則
が
施
行
さ
れ
て
い
た
の
を
統
一
し
た
こ
と

に
あ
っ
た
。
第
二
は
看
護
婦
の
定
義
を
明
確
に
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
看
護
婦
の
需
要
は
明
治
三
○
年
代
か
ら
急
速
に
伸
び
て
、
ほ
と
ん
ど

教
育
を
受
け
て
い
な
い
者
が
看
護
婦
と
称
し
て
、
社
会
的
に
看
護
婦
の
呼
称
が
乱
用
さ
れ
、
看
護
職
お
よ
び
患
者
に
被
害
が
出
て
い
た
。
そ

れ
を
是
正
さ
せ
る
こ
と
が
急
務
で
あ
っ
た
。
そ
の
状
況
下
で
看
護
婦
規
則
を
制
定
し
て
、
規
則
で
は
地
方
長
官
が
行
う
看
護
婦
試
験
を
設
け

た
。
そ
の
一
方
で
地
方
長
官
指
定
の
養
成
所
の
卒
業
生
に
無
試
験
で
看
護
婦
資
格
を
与
え
る
特
典
が
あ
っ
た
。
「
内
務
省
訓
令
」
を
も
っ
て
、

指
定
校
の
条
件
を
定
め
て
、
指
定
校
の
卒
業
生
に
無
試
験
で
看
護
婦
資
格
を
与
え
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
、
指
定
校
の
基
準
は
先
行
し
た
産

婆
の
指
定
校
の
認
定
基
準
に
準
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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以
上
を
ま
と
め
る
と
、
わ
が
国
の
看
護
婦
規
則
の
特
徴
は
、
第
一
に
看
護
婦
規
則
制
定
に
お
い
て
看
護
婦
の
資
格
取
得
に
試
験
と
学
歴
の

二
通
り
の
コ
ー
ス
を
容
認
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
わ
が
国
の
医
学
が
急
速
に
近
代
化
す
る
中
で
、
医
師
を
は
じ
め
と
す
る
医
療
関
係
職

の
人
材
養
成
に
お
い
て
正
規
の
養
成
課
程
を
設
け
る
一
方
で
、
需
給
関
係
を
重
ん
じ
て
速
成
を
認
め
た
制
度
を
先
行
さ
せ
て
い
た
こ
と
を
看

護
婦
の
場
合
に
も
踏
雲
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。

第
二
は
看
護
婦
規
則
に
お
い
て
准
看
護
婦
を
制
度
化
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
正
四
年
以
前
に
布
告
さ
れ
た
府
県
の
看
護
婦
規
則
に

お
い
て
、
実
状
に
対
応
し
て
作
ら
れ
た
多
様
な
看
護
職
が
内
務
省
令
規
則
に
組
み
込
ま
れ
た
結
果
で
あ
る
。
府
県
の
看
護
婦
規
則
の
な
か
に

履
歴
審
査
の
み
で
資
格
を
与
え
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
規
則
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
多
く

が
伝
染
病
の
た
め
の
避
病
院
な
ど
で
緊
急
に
看
護
婦
を
必
要
と
し
た
と
き
に
認
め
た
速
成
看
護
婦
や
看
護
婦
見
習
い
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

内
務
省
の
看
護
婦
規
則
に
速
成
看
護
婦
、
看
護
婦
見
習
い
を
准
看
護
婦
と
し
て
認
め
た
。
短
期
速
成
の
准
看
護
婦
を
認
め
た
こ
と
は
速
成
看

護
婦
で
も
看
護
業
務
が
で
き
る
と
い
う
暗
黙
の
了
解
が
医
師
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
の
間
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
そ
の
弊
風
の
結
果
、

現
在
に
お
い
て
も
十
五
通
り
の
看
護
婦
養
成
コ
ー
ス
が
存
続
し
、
看
護
婦
の
資
格
に
階
層
を
生
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
現
在
の
輻
綾
す
る
看

護
教
育
コ
ー
ス
の
存
在
は
、
内
務
省
令
看
護
婦
規
則
に
准
看
護
婦
を
誕
生
さ
せ
た
と
き
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
本
論
文
の
研
究
で
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
た
。

看
護
婦
規
則
に
制
定
さ
れ
た
看
護
婦
の
資
格
条
件
は
、
先
行
す
る
医
療
関
係
法
に
準
じ
た
が
、
他
と
唯
一
異
な
る
点
は
、
需
給
に
応
ず
る

た
め
に
履
歴
審
査
の
み
で
資
格
を
与
え
る
「
准
看
護
婦
」
を
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
現
在
の
医
療
職
の
な
か
で
、
看
護
婦
だ
け

が
一
業
種
に
二
資
格
と
な
っ
た
こ
と
の
発
端
に
な
っ
た
。
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参
考
文
献
及
び
註

（
１
）
看
護
婦
規
則
に
関
す
る
文
献
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
亀
山
美
知
子
「
近
代
日
本
看
護
史
（
全
四
巻
）
」
ド
メ
ス
出
版
、
一
九
八
一
二
～
八
五
、

第
一
巻
の
一
五
七
～
一
六
六
頁
、
第
四
巻
の
一
二
四
～
二
四
六
頁
。
看
護
史
研
究
会
『
派
出
看
護
婦
の
歴
史
」
九
八
～
二
二
頁
、
勁
草
書
房
、

一
九
八
三
。
渡
部
喜
美
子
「
看
護
婦
規
則
を
め
ぐ
っ
て
」
（
連
載
大
正
看
護
史
二
）
、
「
看
護
教
育
」
、
一
三
、
二
、
一
二
五
～
一
三
○
頁
、
一
九
八
二
。

平
尾
真
智
子
「
地
方
に
お
け
る
取
締
か
ら
全
国
的
な
看
護
婦
規
則
へ
」
（
連
載
近
代
日
本
の
看
護
婦
た
ち
四
、
享
レ
ィ
ン
ナ
ー
シ
ン
グ
』
、
一
四
、

四
、
七
九
～
八
二
頁
、
一
九
九
八
。
菅
谷
章
「
日
本
医
療
制
度
史
（
改
訂
増
補
版
）
」
三
○
五
～
一
一
三
○
頁
、
原
書
房
、
一
九
七
八
。
厚
生
省
医

務
局
「
医
制
百
年
史
」
、
二
○
五
～
二
○
六
頁
、
ぎ
よ
う
せ
い
、
一
九
七
六
。
厚
生
省
健
康
政
策
局
看
護
課
監
「
看
護
六
法
（
平
成
二
年
版
）
、

八
四
九
～
八
五
○
頁
、
新
日
本
法
規
、
一
九
九
九

（
２
）
平
尾
真
智
子
「
日
本
に
お
け
る
看
護
婦
養
成
史
上
の
観
点
か
ら
み
た
明
治
二
十
年
代
の
看
護
婦
養
成
の
意
義
」
、
『
山
梨
県
立
看
護
大
学
紀
要
」
、

第
二
号
、
三
五
～
四
七
頁
、
二
○
○
○
参
照

（
３
）
土
屋
重
郎
『
静
岡
県
医
療
衛
生
史
」
、
二
三
頁
、
吉
見
書
店
、
一
九
七
八

（
４
）
看
護
史
研
究
会
「
派
出
看
護
婦
の
歴
史
」
、
四
九
～
五
二
頁
、
勁
草
書
房
、
一
九
八
三

（
５
）
大
関
和
子
「
看
護
婦
界
の
困
難
」
、
「
婦
人
新
報
』
、
一
七
～
二
一
頁
、
一
九
○
九
年
二
月

（
６
）
看
護
史
研
究
会
、
前
掲
害
（
４
）
、
五
三
～
五
七
頁
。
こ
の
書
類
は
明
治
三
三
年
五
月
三
○
日
の
東
京
府
内
務
部
資
料
「
看
護
婦
規
則
制
定
並
地

方
衛
生
会
招
集
ノ
件
伺
」
で
あ
る
。

（
７
）
磯
貝
元
「
明
治
の
避
病
院
ｌ
駒
込
病
院
医
局
日
誌
抄
」
、
四
二
○
頁
、
思
文
閣
、
一
九
九
九

（
８
）
埼
玉
看
護
婦
養
成
所
規
則
要
領
、
明
治
三
四
年
。
同
養
成
所
か
ら
は
同
年
代
と
思
わ
れ
る
「
埼
玉
看
護
婦
養
成
所
派
出
規
則
」
（
年
代
の
記
載
な

し
）
も
出
さ
れ
て
い
る
。
（
両
史
料
と
も
筆
者
所
蔵
）

（
９
）
小
池
金
之
助
「
看
護
婦
」
、
誠
之
堂
書
店
、
一
九
一
五
。
復
刻
版
は
坪
井
良
子
編
「
近
代
日
本
看
護
名
著
集
成
」
第
二
巻
、
大
空
社
、
一
九
八

耐
）
こ
れ
ら
の
二
九
府
県
で
発
令
さ
れ
た
看
護
婦
規
則
の
名
称
は
、
平
尾
真
智
子
『
資
料
に
み
る
日
本
看
護
教
育
史
』
、
二
四
頁
、
看
護
の
科
学
社
、

一
九
九
九
、
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
資
料
作
成
は
滝
内
隆
子
氏
に
よ
る
（
平
成
十
年
三
月
現
在
）
も
の
で
あ
る
。

小
池
金
之
助
「
看
護
婦
」
、

九
、
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
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（
ｕ
）
看
護
婦
試
験
受
験
者
用
問
題
集
と
し
て
、
吉
田
貞
軒
「
看
護
婦
勤
務
」
大
阪
井
上
書
店
、
明
治
三
八
年
、
関
藤
治
郎
、
『
看
護
婦
試
験
問
題
答
案

全
書
」
、
半
田
屋
医
籍
商
店
、
明
治
三
九
年
、
な
ど
が
あ
る
。

Ｅ
）
渡
部
喜
美
子
「
看
護
婦
規
則
を
め
ぐ
っ
て
（
大
正
看
護
史
二
）
」
、
『
看
護
教
育
』
一
三
、
二
、
一
二
六
頁
、
一
九
八
二

面
）
明
治
三
四
年
文
書
類
蟇
、
衛
生
例
規
第
五
一
類
（
東
京
都
公
文
書
館
内
）

、
）
落
合
浪
雄
「
女
子
職
業
案
内
」
、
三
七
頁
、
大
学
館
、
一
九
○
三

Ｅ
）
東
京
看
護
婦
組
合
成
立
、
『
婦
女
新
聞
』
、
五
一
八
号
、
明
治
四
三
年
四
月
二
二
日

（
略
）
看
護
史
研
究
会
、
前
掲
書
（
４
）
、
九
一
頁

（
ｒ
）
看
護
史
研
究
会
、
前
掲
書
（
４
）
、
九
一
頁

（
肥
）
看
護
史
研
究
会
、
前
掲
害
（
４
）
、
二
五
二
頁

⑮
）
看
護
婦
取
締
の
必
要
、
『
大
日
本
私
立
衛
生
会
雑
誌
」
、
三
三
九
号
、
四
八
～
五
○
頁
、
明
治
四
四
年
七
月

３
川
仁
武
扇
代
川
本
病
人
史
Ｉ
病
人
処
遇
の
変
譽
、
西
五
～
西
六
頁
勁
草
書
房
五
八
二

（
型
井
上
昌
子
・
神
谷
昭
典
「
防
疫
対
策
の
基
本
的
性
格
」
、
「
医
学
史
研
究
」
、
一
六
号
、
一
七
頁
、
一
九
六
五

兎
）
一
大
日
本
私
立
衛
生
会
雑
誌
」
、
三
一
三
号
、
六
○
～
七
九
頁
、
明
治
三
五
年
九
月
、
同
二
四
五
号
、
二
七
～
二
九
頁
、
明
治
二
一
六
年
十
月

（
粥
）
内
務
省
『
衛
生
局
年
報
』
、
明
治
四
三
年

ｚ
）
平
尾
真
智
子
「
資
料
に
み
る
日
本
看
護
教
育
史
」
一
四
一
～
一
四
八
頁
、
看
護
の
科
学
社
、
一
九
九
九

兎
）
「
看
護
婦
規
則
の
脱
稿
」
、
「
東
京
医
事
新
誌
」
、
一
八
九
七
号
、
三
四
頁
、
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
二
月
二
一
日

（
理
「
東
京
府
の
看
護
婦
規
則
改
正
」
、
「
東
京
医
事
新
誌
」
、
一
九
○
四
号
、
一
九
六
頁
、
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
一
月
一
六
日

（
ど
「
看
護
婦
規
則
に
就
い
て
」
『
博
愛
』
、
三
三
五
号
、
一
三
～
一
四
頁
、
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
三
月
十
日

兎
）
『
博
愛
」
、
三
三
六
号
、
二
六
～
二
七
頁
、
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
四
月
十
日

（
型
厚
生
省
医
務
局
『
医
制
百
年
史
」
二
○
五
頁
、
ぎ
よ
う
せ
い
、
一
九
七
六

（
妙
菅
谷
章
「
日
本
医
療
制
度
史
（
改
訂
増
補
版
）
』
三
ニ
ハ
頁
、
原
書
房
、
一
九
七
八

罰
）
亀
山
美
知
子
『
近
代
日
本
看
護
史
Ⅳ
』
、
看
護
婦
と
医
師
、
二
四
一
頁
、
ド
メ
ス
出
版
、
一
九
八
五
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（
犯
）
看
護
史
研
究
会
、
前
掲
書
（
４
）
、
九
七
頁

詞
）
平
尾
真
智
子
「
地
方
に
お
け
る
取
締
か
ら
全
国
的
な
看
護
婦
規
則
へ
」
、
「
プ
レ
イ
ン
ナ
ー
シ
ン
グ
』
、
一
四
、
四
、
八
○
頁
、
一
九
九
八

詞
）
「
看
護
婦
規
則
発
布
」
、
「
博
愛
』
、
三
三
九
号
、
四
～
五
頁
、
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
七
月
十
日

（
弱
）
亀
山
美
知
子
前
掲
害
（
４
）
、
一
六
五
頁

弱
）
看
護
婦
試
験
受
験
者
用
の
参
考
書
に
は
、
井
口
乗
海
『
看
護
婦
試
験
問
題
答
案
集
」
、
東
京
看
護
婦
学
校
、
大
正
一
二
年
や
、
水
野
勉
「
産
婆
看

護
婦
受
験
提
要
」
、
大
正
一
二
年
な
ど
が
あ
る
。

（
辺
順
天
堂
看
護
教
育
百
周
年
記
念
誌
委
員
会
編
『
順
天
堂
看
護
教
育
百
周
年
記
念
誌
屍
器
～
ら
忠
」
、
六
九
頁
、
順
天
堂
医
院
看
護
婦
講
習
所
、
順

天
堂
看
護
教
育
百
周
年
記
念
行
事
実
行
委
員
会
、
一
九
九
六

（
羽
）
平
尾
真
智
子
、
前
掲
害
（
型
）
、
一
六
一
頁

（
調
）
「
改
正
さ
れ
た
看
護
婦
規
則
」
、
『
読
売
新
聞
』
、
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
四
月
二
四
日

（
㈹
）
福
島
喜
市
「
看
護
婦
須
知
新
書
」
、
一
九
～
二
○
頁
、
金
原
商
店
、
一
九
一
五

、
）
「
看
護
婦
の
新
規
則
」
、
『
大
阪
毎
日
新
聞
」
、
大
正
四
二
九
一
五
）
年
七
月
二
日

（
塑
水
野
勉
「
産
婆
看
護
婦
受
験
提
要
」
、
五
○
～
一
三
一
頁
、
水
野
勉
発
行
、
一
九
二
三

弱
）
中
西
淳
朗
『
近
代
看
護
婦
史
考
」
、
一
九
七
三
。
本
書
は
昭
和
四
五
年
四
月
よ
り
二
○
回
に
わ
た
っ
て
「
神
奈
川
県
保
険
医
新
聞
」
に
連
載
さ
れ

た
も
の
に
加
筆
し
て
著
者
に
よ
り
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
全
二
九
頁
）
。
二
七
頁

回
）
医
師
法
違
犯
ノ
件
（
大
正
二
年
（
れ
）
第
一
七
三
一
号
、
大
正
二
年
一
二
月
一
八
日
宣
告
）
、
大
審
院
刑
事
判
決
録
（
縮
刷
版
）
第
九
巻
、
第
一

九
輯
、
一
四
五
七
頁
、
新
日
本
法
規
出
版
、
一
九
六
九

弱
）
井
上
幸
子
署
護
業
務
ｌ
そ
の
法
的
側
面
（
第
四
版
）
」
、
三
頁
、
日
本
看
護
協
会
出
版
会
、
一
九
七
六

届
）
渡
邊
為
蔵
『
婦
人
と
職
業
』
、
民
友
社
、
明
治
二
八
年
四
月
（
明
治
文
化
全
集
第
一
六
巻
、
婦
人
問
題
編
日
本
評
論
社
、
一
九
五
九
に
収
録
）

（
理
中
島
邦
『
近
代
日
本
に
お
け
る
女
と
職
業
１
１
「
女
と
職
業
」
シ
リ
ー
ズ
の
復
刻
に
よ
せ
て
』
、
近
代
女
性
文
献
資
料
叢
書
、
女
と
職
業
、
別

冊
、
二
頁
、
大
空
社
、
一
九
九
四

（
蛆
）
中
島
邦
、
前
掲
害
（
鞭
）
、
一
三
頁
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（
副
）
橋
本
鉱
市
「
近
代
日
本
に
お
け
る
専
門
職
と
資
格
試
験
制
度
」
、
「
教
育
社
会
学
研
究
」
第
五
一
集
、
一
四
九
頁
、
一
九
九
二

兎
）
明
治
期
の
医
学
教
育
機
関
は
、
官
立
、
公
立
、
私
立
、
甲
種
医
学
校
と
乙
種
医
学
校
、
大
学
、
医
学
専
門
学
校
、
医
学
校
な
ど
、
教
育
機
関
の
多

様
性
や
複
雑
な
多
重
的
構
造
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
橋
本
鉱
市
、
前
掲
害
（
副
）
、
一
三
九
～
一
四
○
頁

（
昂
）
橋
本
鉱
市
、
「
近
代
日
本
に
お
け
る
医
師
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